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第
三
章

(
1
}
 

昭
和
四
五
年
判
決
か
ら
最
大
判
平
成
二
九
年
一
一
月
二
九
日
刑
集
七
一
巻
九
号
四
六
七
頁
に
至
る
ま
で
の

強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
関
す
る
学
説
・
判
例

性
的
意
図
を
必
要
と
す
る
判
例
・
学
説
の
展
開

(
2
)
 

強
制
わ
い
せ
つ
罪
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
性
的
意
図
を
必
要
と
す
る
判
例
の
主
流
化

第

節
前
稿
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
昭
和
四
五
年
判
決
以
前
か
ら
、
裁
判
例
は
本
罪
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
性
的
意
図
の
有
無

{

3

}

(

4

)

 

を
考
慮
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
性
的
意
図
は
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
の
一
資
料
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
昭

(
5
)
 

和
四
五
年
判
決
は
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
れ
に
独
自
の
意
義
を
認
め
た
。
そ
れ
以
降
の
大
多
数
の
裁

(

7

)

(

8

)

 

札
慨
は
、
昭
和
四
五
年
判
決
と
同
様
の
意
味
で
の
性
的
意
図
必
要
説
の
立
場
か
ら
事
案
処
理
を
行
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら

l は
、
本
罪
の
客
観
的
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
格
別
の
疑
義
が
生
じ
な
い
事
案
に
関
し
で
も
、

1
1
弁
護
人
の
主
張
に
応
え
る

(

9

)

(

叩
)

形
で
|
|
性
的
意
図
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
客
観
的
に
明
ら
か
に
認
め
ら

〈
日
)

れ
る
場
合
、
行
為
者
が
性
的
意
図
を
有
し
て
い
た
と
推
認
さ
れ
や
す
い
た
め
、
右
の
よ
う
な
事
案
に
関
し
て
、
性
的
意
図
の
不
存
在
を

理
由
に
本
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
裁
判
例
は
極
め
て
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
行
為
者
と
被
害
者
と
の
問
に
紛
争
が
あ
る
な
ど
、
わ
い
せ

つ
行
為
が
報
復
目
的
や
復
讐
心
等
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
い
え
る
面
が
認
め
ら
れ
る
事
案
も
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

(
立
)

復
讐
心
等
と
性
的
意
図
は
併
存
し
う
る
と
し
て
、
性
的
意
図
が
肯
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
「
(
行
為
)

が
専
ら
そ
の
婦
女
に
報
復
し
、
ま
た
は
、
こ
れ
を
侮
辱
し
、
虐
待
す
る
目
的
に
出
た
と
き
は
、
:
・
、
強
制
わ
い
せ
つ
の
罪
は
成
立
し

な
い
(
傍
線
及
び
一
一
重
傍
線
は
引
用
者
)
」
と
し
て
い
た
昭
和
四
五
年
判
決
に
お
い
て
、
既
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
。

2 

こ
の
よ
う
な
昭
和
四
五
年
判
決
以
後
の
裁
判
例
の
状
況
に
照
ら
す
と
、
同
判
決
が
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
し
た
意
味
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は
必
ず
し
も
大
主
く
は
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
す
る
こ
と
が
意
味
を
も
っ
事

案
、
す
な
わ
ち
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
性
的
意
図
の
不
存
在
を
理
由
に
本
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
事
案
が
存
在
し

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
行
為
が
被
害
者
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
た
(
か
の
よ
う
な
側
面
を
有
す
る
)
場
合
(
以
下
、
「
被
害
者

(日
)

{

M

)

〈
出
)

の
利
益
目
的
事
例
」
と
す
る
)
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
行
為
が
被
害
者
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
側
面
を
有
す

なる
判た
断め
が
必 性
要的
に意
な図
る(
の性
で欲
あを

る暗
雲罪
問主
こた
のり

努古
事正

き
秀せ
.、，-
関万
すす
るる
裁意

子~ ~雪
反 l土
伸昔

前 か
普つ

箇た
のの
京 で

無 l立
をな
丁い
苛叡 仇、

にと
判の
断 疑
し義
て が
お 生
りじ

性慎
的 重

意
図
の
不
存
在
を
理
由
に
本
葬
の
成
立
を
否
定
し
た
も
の
も
あ
る
。
静
岡
地
浜
松
支
判
平
成
二
二
年
五
月
二
四
日
戸
口
¥
ロ
回
下

8
8
3
5
は
、
「
(
教
師
で
あ
る
X
が
教
え
子
で
あ
っ
た
A
に
対
し
て
)
『
俺
は
乳
が
ん
か
ど
う
か
分
か
る
か
ら
、
し
こ
り
が
あ
る
か
と
う
か

せ
っ
か
く
だ
か
ら
診
て
や
る
。
服
の
上
か
ら
だ
と
分
か
ら
な
い
か
ら
脱
げ
。
』
と
申
し
向
け
て
、
同
人
が
乳
が
ん
検
査
と
誤
信
し
、
抗

拒
不
能
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
同
人
の
両
乳
房
を
右
手
の
ひ
ら
で
弄
ぴ
、
も
っ
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
」
と
し
て
公
訴
が
提
起

さ
れ
た
事
案
に
関
し
て
、
「
(
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
)
傾
向
犯
で
あ
り
、
そ
の
成
立
に
は
故
意
と
は
別
個
に
わ
い
せ
つ
意
図
を
要
す
る
し

と
し
た
上
で
、
慎
重
か
つ
詳
細
に
事
実
認
定
を
行
い
、
「
外
形
的
に
は
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
わ
い
せ
つ
行
為
に
該
当
す
る
」
行
為
が

あ
っ
た
と
は
認
め
た
も
の
の
、
乳
が
ん
検
診
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
理
由
に
「
X
が
、
本
件
行
為
時
に
わ
い
せ
つ
意
図
を
有
し
て

(
げ
)

い
た
と
推
認
す
る
に
は
、
な
お
合
理
的
疑
い
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
無
罪
を
言
渡
し
、
東
京
地
立
川
支
判
平
成
二
四

年
一

O
月
一
二
日
戸
開
同
¥
ロ
回
以
お
包
宝
は
、
療
術
師
で
あ
る

X
が
、
自
己
が
営
む
療
術
院
で
、
療
術
の
施
術
と
い
う
こ
と
で
、

V 
の

腿
内
に
指
を
挿
入
し
た
行
為
が
本
罪
に
当
た
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
「
本
件
各
施
術
は
、
女
性
の
腔
内
に
指
を
挿
入
す
る

で
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
療
術
師
で
あ
る

X
が
施
術
と
い
う
こ
と
で
行
っ
た
行
為
で
あ
(
り
)
」
、
「
本
件
各
施
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と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
自
体
を
み
れ
ば
、
客
観
的
に
は
わ
い
せ
つ
な
行
為
と
い
う
評
価
を
避
け
ら
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
本
件
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術
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
真
に
治
療
目
的
に
出
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
の
抗
拒
不
能
に
乗
じ
た
と
か
、
わ
い
せ
つ
目
的
で
行

っ
た
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
医
師
法
等
関
係
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
と
も
か
く
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
は
当
た
ら

な
い
」
と
し
た
上
で
、
本
件
各
施
術
が
療
術
師
と
し
て
の
師
に
当
た
る
者
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
、
治
療
の
た
め
の
正
当
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
X
の
説
明
等
の
信
用
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
合
理
的
疑
い
の
程
度
を
超
え
て
、

X
に
抗
躯
不
能
に
乗
じ
る
故

意
や
わ
い
せ
つ
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
定
で
き
な
い
」
と
し
て
、
無
罪
を
言
渡
し
た
の
で
あ
る
(
傍
線
は
い
ず
れ
も
引
用
者
)
。

3 

こ
の
よ
う
に
昭
和
四
五
年
判
決
以
降
の
大
多
数
の
裁
判
例
は
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
す
る
立
場
を
前
提
に
し
て
お

ほり
と
ん被

広言
裁の
判利
例益
は目
性的
的事
音例
図に
が関
必 L要、、
;性
れ的

品質
E Z 
述廿

在J、、
ずを

t背

ず!'!一一そお
の市
解笠
明を

星雲
説亡
のた

富良
とも
苦あ
xし てコ

たた
の。
でも
あっ
ると
。も

で

は
、
学
説
は
こ
の
課
題
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

学
説
に
お
け
る
必
要
説
の
展
開
と
そ
の
問
題
性

1 

既
述
の
よ
う
に
、
昭
和
四
0
年
代
に
は
、
本
罪
を
性
的
自
由
に
対
す
る
罪
と
解
し
つ
つ
、
わ
い
せ
つ
行
為
と
評
価
す
る
た
め
に
は

性
的
意
図
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
必
要
説
が
有
力
化
し
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
は
な

(
日
)

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
必
要
説
は
、
昭
和
四
五
年
判
決
を
追
い
風
と
し
て
支
持
者
を
増
や
し
、
昭
和
六

0
年
代
頃
ま
で
は
学

説
上
、
多
数
説
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
昭
和
四
五
年
判
決
以
降
の
必
要
説
の
論
者
が
共
通
し
て
指
摘
す
る
の
は
「
妥
当
な
結
論
を
導

く
た
め
に
は
、
行
為
者
の
内
心
傾
向
や
意
図
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
、
「
男
性
医
師
が
診

(

担

、

!

察
の
た
め
に
女
性
患
者
の
恥
部
に
触
れ
た
場
合
(
以
下
、
「
狭
義
の
医
師
の
診
察
事
例
」
と
す
る
)
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
植

〈
幻
)

松
博
士
は
い
う
。

「
狼
薮
罪
は
一
般
に
司
傾
向
犯
』
と
も
称
せ
ら
れ
る
く
ら
い
で
、
あ
る
行
為
が
狼
裂
か
否
か
は
単
に
行
為
の
外
形
か
ら
決
定
し
え
な
い
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場
合
が
あ
る
。
そ
の
行
為
は
行
為
者
の
狼
裂
な
性
向
ま
た
は
性
的
意
図
の
表
現
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ

ゆ
る
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
っ
て
、
美
術
家
が
裸
体
を
描
写
し
、
婦
人
科
医
が
内
診
を
行
う
な
ど
の
行
為
を
狼
裂
と
見
る
こ
と
が
で
き

まな|
たい|
、の

福 は
田
i車こ
土の
は 理
い(に
う空よ
。る

の
で
あ
る
」

と

傍
線
は
引
用
者
。

「
傾
向
犯
と
は
、
行
為
が
行
為
者
の
主
観
的
傾
向
の
表
現
と
し
て
発
現
す
る
も
の
で
、
行
為
者
の
主
観
的
傾
向
の
表
現
で
あ
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
、
行
為
の
違
法
性
の
有
盤
強
弱
が
決
ま
る
犯
罪
で
あ
る
。
」
「
狼
薮
罪
に
お
い
て
、
婦
人
の
恥
部
に
ふ
れ
る
と
い
う
純
粋

に
客
観
的
に
同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
、
性
欲
を
興
奮
さ
せ
ま
た
は
満
足
さ
せ
る
傾
向
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
き
に
の
み
違
法
で
あ
っ

て
、
診
察
や
治
療
の
目
的
で
行
わ
れ
た
と
き
は
違
法
で
な
い
」
。
「
傾
向
犯
に
お
い
て
は
、
主
観
的
傾
向
が
行
為
の
違
法
性
を
左
右
し
て

い
る
」
、
と
(
傍
線
は
引
用
者
)
。

な
お
、
必
要
説
に
は
、
植
松
博
士
の
よ
う
に
、
性
的
意
図
を
わ
い
せ
つ
行
為
の
要
件
(
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
必
要
条
件
)
と
し
て
位
置

(

お

)

(

例

)

付
け
る
も
の
と
、
福
田
博
士
の
よ
う
に
、
本
罪
の
独
立
の
主
観
的
要
件
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
「
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、

本
罪
は
成
立
し
な
い
」
と
い
う
核
心
部
分
は
共
通
し
て
お
り
、
具
体
的
な
結
論
に
も
相
違
が
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
両
者
を
必
要
説

と
し
て
ま
と
め
て
扱
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

2
(
一
)
し
か
し
、
「
妥
当
な
結
論
を
導
く
た
め
に
は
、
行
為
者
の
内
心
傾
向
や
意
図
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
、

必
要
説
を
理
論
的
に
根
拠
付
け
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
性
的
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
行
為
の
み
が
本
罪
を
構
成
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
性
的
意
図
が
本
罪
の
核
心
を
構
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
必
要
説
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
は
、
本

(788) 
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罪
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
性
的
意
図
が
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
閑
し
て
、

(
田
)

本
罪
を
性
的
自
由
に
対
す
る
罪
と
解
す
る
大
塚
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

五



六

強制わいせつ罪に関する一考察(下・完)

「
犯
罪
は
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
法
益
が
侵
害
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
直
ち
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
拾
の
侵
害
を
導
い
た
行
為

自
体
が
刑
法
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
そ
の
禁
止
規
範
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」
。
「
単
な
る
法
益
の
侵
害
を
理
由
と
し

て
強
制
狼
裂
行
為
の
可
罰
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
古
い
結
果
責
任
主
義
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
。
勺
行
為
者
に
よ
っ

て
一
定
の
法
益
の
侵
害
を
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
行
為
自
体
が
処
罰
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
実
態
を
具
え
て
い
る
場

合
に
限
っ
て
刑
法
上
の
犯
罪
の
成
立
が
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
「
そ
の
処
罰
に
ふ
さ
わ
し
い
実
態
と
し
て
は
、
、
そ
の
行

為
の
法
規
範
違
反
性
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
O

勺
こ
の
意
味
の
法
規
範
違
反
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
強
制
狼
裂
罪
は
一

定
の
狼
裂
の
傾
向
を
示
し
た
行
為
者
の
行
為
に
し
て
初
め
て
犯
罪
性
を
持
ち
う
る
と
解
す
る
の
が
正
し
い
解
釈
で
あ
る
ヘ
と
(
傍
線

は
引
用
者
)
。

(
M
ω
)
 

要
す
る
に
、
博
士
は
行
為
無
価
値
論
の
立
場
を
前
提
に
、
「
一
定
の
狼
薮
傾
向
」
は
「
行
為
の
法
規
範
違
反
性
」
を
基
礎
付
け
る
も

(
幻
)

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
博
士
は
「
一
定
の
狼
薮
傾
向
」
が
い
か
な
る
意
味
で
本
罪
の
法
規
範
違
反
性
を
基
礎
付
け
る
の

か
を
示
し
て
お
ら
ず
、
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
二
)
大
塚
博
士
が
本
罪
を
性
的
自
由
に
対
す
る
罪
と
解
し
つ
つ
、
性
的
意
図
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
を
法
規
範
違
反
性
と
い
う
観
点
か

ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
本
罪
が
性
風
俗
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
性
格
を
併
有
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
説
明
し
よ
う
と
す

(
お
)

る
の
が
日
高
博
士
で
あ
る
。
博
士
は
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
強
制
狼
薮
行
為
が
被
害
者
の
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
」
、
本
罪
の
法
定
刑
は
暴
行
罪
・
脅
迫

罪
・
強
要
罪
の
法
定
刑
と
比
べ
て
重
く
、
性
的
自
由
の
保
護
と
い
う
こ
と
だ
け
で
現
行
法
上
の
本
罪
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
(
本
罪
に
は
)
風
俗
環
境
を
適
正
に
維
持
す
る
た
め
に
合
理
的
な
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
り
、
性
的
自
由
の
保
護
と
い

う
面
の
ほ
か
に
風
俗
犯
罪
と
し
て
の
性
格
が
依
然
残
さ
れ
て
い
る
。
」
ま
た
、
わ
い
せ
つ
行
為
か
否
か
の
判
断
は
「
被
害
者
個
人
の
性

(787) 

82-6ー155(法学 2018)



的
遺
恥
心
や
性
的
嫌
悪
感
と
必
ず
し
も
一
致
(
せ
ず
)
」
、
「
社
会
的
に
ど
の
程
度
ま
で
性
風
俗
を
維
持
す
る
こ
と
が
現
実
に
要
求
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
客
観
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

わ
い
せ
つ
行
為
か
否
か
は
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
が
、
風

俗
犯
罪
と
し
て
の
性
格
上
、
行
為
者
の
主
観
面
に
お
い
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
に
関
す
る
認
識
が
あ
り
、
か
っ
、
性
的
意
図
を
も
っ
て
な

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
わ
い
せ
つ
な
行
為
に
よ
り
被
害
者
の
性
的
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
結
果
反
価
値
性
を
決
定
し
、
そ

の
行
為
が
性
的
意
図
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
た
こ
と
が
行
為
反
価
値
性
を
決
定
す
る
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
①
風
俗
に
対
す
る
罪
で
あ
る
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
に
つ
い
て
は
性
的
意
図
が
要
求
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
風
俗
犯
罪
で
あ
る
こ
と
と
性
的
意
図
の
必
要
性
の
間
に
必
然
的
な
関
連
性
は
な
い
、
②
本
罪
は
行
為
の

っノ、ふ、
た然
批性
判が
が要
向求
けさ
られ
れて
てい
い(な
る担い
。た

こめ
の、

よ性
ろ風
な俗
批に
判対
がす
提る
起 f!!;
さ険
れ犯
ると
の解

は i
f上る
的治?

高号
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を
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る
の
か
が
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明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
、
日
高
博
士
の
説
明
も
、
大
塚
博
士
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る

と
い
、
え
る
。
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い〈性
う担)
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観
古

か
ら
根
拠
付
け
ょ
っ
と
し
た
の

対

「
行
為
者
に
狼
裂
の
目
的
あ
る
い
は
内
心
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
被
害
者
に
と
っ
て
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
た
と
い
診
断
・
治
療
・
懲
戒

と
い
う
よ
う
な
合
法
的
な
外
形
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
差
恥
心
は
そ
の
よ
う
な
外
形
の
な
い
場
合
と
同
様
に
著
し
く
害
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
し
、
ひ
い
て
性
的
自
由
の
侵
害
が
考
え
ら
れ
る
」
。
「
逆
に
、
行
為
の
外
形
上
行
為
者
に
狼
裂
の
目
的
あ
る
い
は
内
心
傾

(786) 

82-6-154 

向
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
く
ら
べ
、
同
じ
行
為
に
対
し
て
も
差
恥
心
の
著
し
い
侵
害
を
曲
幣
す
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
「
こ
の
よ
う
に
、
強
制
狼
薮
罪
に
お
け
る
主
観
的
違
法
要
素
は
:
:
:
法
話
侵
害
性
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
理

じ
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強制lわいせつ罪に関する一考察(下・完)

解
す
べ
き
で
あ
る
」
。
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
、
行
為
者
に
わ
い
せ
つ
傾
向
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

な
い
こ
と
が
被
害
者
に
明
ら
か
で
な
い
か
ぎ
り
法
益
侵
害
性
は
失
わ
れ
な
い
の
で
違
法
性
は
否
定
さ
れ
な
い
、
と
(
傍
線
は
引
用
者
)
。

(
訂
)

し
か
し
、
|
|
性
的
自
由
の
実
質
を
性
的
差
恥
心
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
は
措
く
と
し
て
も
ー
ー
一
般
論
と
し
て
、
傍

線
の
よ
う
に
い
え
る
か
は
疑
わ
し
く
、
ま
た
、
行
為
者
に
わ
い
せ
つ
傾
向
が
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
罪
の
成
立
の
余
地
を
認

め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
要
説
で
あ
る
。
必
要
説
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
性
的
意
図
が
本
罪
の
不
可
欠
の
要
件
と
さ
れ
る
根

(
招
)

拠
の
説
明
な
の
で
あ
る
。

(
四
)
こ
の
よ
う
に
従
来
の
必
要
説
は
性
的
意
図
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
に
関
し
て
、
十
分
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
近
年
、

(
お
)

園
田
教
授
は
、
性
的
意
図
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

社
会
的
に
性
的
行
為
と
判
断
さ
れ
う
る
行
為
(
普
通
人
の
感
性
に
よ
り
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
と
評
価
さ
れ
う
る
行
為
)
を
行
為
者
が
意
図
的

に
行
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
わ
い
せ
つ
」
と
い
う
行
為
の
意
味
を
認
識
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
ね
て
性
的
意
図

を
要
求
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
性
的
意
図
は
内
容
的
に
完
全
に
故
意
と
重
な
る
。
し
か
し
、
特
殊
な
性
癖
を
有
し

て
い
る
行
為
者
が
、
性
的
意
図
を
充
足
す
る
た
め
に
、
「
客
観
的
に
は
一
般
人
か
ら
は
性
的
な
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

(
M
m
)
 

う
な
違
法
行
為
(
規
範
違
反
的
行
為
)
を
行
っ
て
い
る
が
、
特
殊
な
性
癖
を
有
し
て
い
る
た
め
に
そ
れ
が
行
為
者
に
と
っ
て
は
性
的
意
味

(
お
)

を
帯
び
た
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
性
的
意
図
を
充
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
」
、
当
該
行
為
は
行
為
者
の
性
的
意
図
を

参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
性
的
な
行
為
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
窃
盗
罪
に
お
け
る
領
得
の
意
思
が
窃

取
行
為
と
共
通
の
範
囲
を
有
し
て
、
こ
れ
を
規
制
し
、
意
味
づ
け
て
い
る
の
と
同
じ
」
で
あ
り
、
性
的
意
図
は
「
行
為
者
が
行
っ
た
違

法
行
為
に
『
性
的
行
為
』
と
し
て
の
意
味
づ
け
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
『
性
的
意
図
』
の
充
足
を
目
的
と

し
た
目
的
犯
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
超
過
的
内
心
傾
向
で
は
な
く
、
類
型
的
に
は
、
『
断
絶
さ
れ
た
結
果
犯
』

(785) 

82-6ー153(法学 2018)



に
お
け
る
目
的
と
『
意
味
を
付
与
す
る
目
的
』
の
二
種
類
を
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
(
傍
線
は
引
用
者
)
。

岡
田
教
授
は
本
罪
を
目
的
犯
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

(
鈴
)

る
が
、
性
的
意
図
を
要
求
す
る
実
質
的
意
味
が
、
傍
線
の
よ
う
な
違
法
行
為
(
規
範
述
反
行
為
)
に
「
性
的
行
為
」
と
し
て
の
意
味
付

け
を
与
え
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
性
的
意
図
を
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
要
件
と
す
る
見
解
、
よ
り
厳
密
に
い
え

ば
、
「
あ
る
違
法
行
為
」
が
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
と
し
て
、
「
本
罪
の
違
法
性
(
規
範
過
反
性
)
」
を
有
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
基
準

と
す
る
見
解
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

園
田
教
授
の
見
解
は
、
必
要
説
の
共
通
認
識
で
あ
る
「
結
論
の
妥
当
性
の
確
保
」
を
目
的
犯
の
意
義
を
踏
ま
え
つ
つ
、
理
論
的
に
根

拠
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
注
目
に
値
す
る
が
、
性
的
意
図
が
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
理
由
が
示
さ
れ
て
い
な
い

(
幻
)

と
い
う
問
題
の
ほ
か
、
そ
れ
に
よ
る
場
合
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
女
性
の
「
写
真
を
撮
る
こ
と
自
体
」
に
性
的
興
奮
を
覚
え
る
特
殊
な
性
癖
を
持
つ
者
が
、
女
性
を
「
脅

迫
し
て
」
、
写
真
撮
影
に
同
意
さ
せ
、
客
観
的
に
は
通
常
の
写
真
振
彩
に
見
え
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
述
法
行
為
は
、
強
要
罪

は
格
別
、
本
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
い
せ
つ
行
為
性
や
本
罪
の
規
範
違
反
性
を
認
め
る
た
め
に
は
、

当
該
行
為
が
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
、
勺
性
的
意
味
」
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
③
必
要
説
は
、
違
法
性
の
本
質
に
関
す
る
行
為
無
価
値
論
的
理
解
を
基
礎
に
し
た
上
で
、
結
論
の
妥
当
性
の

(
お
)

確
保
を
主
た
る
目
的
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
し
か
し
、
②
性
的
意
図
が
違
法
性
の
有
無
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
(
特

3 に
、
本
罪
が
予
定
す
る
規
範
違
反
性
と
性
的
意
図
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
)
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

(784) 

82-6ー152

必
要
説
は
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
(
被
害
者
の
性
的
自
由
等
の
)
法
益
侵
害
が
認
め
ら
れ
て
も
、
性
的
意
図
が
欠
け
る
場
合
、
本

罪
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
理
論
的
な
基
礎
付
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「
条
文
上
要
求
さ
れ
て
い
な
い
性
的
意
図
を
要

九
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強制わいせつ罪に関する一考察(下・完)

求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
保
護
を
不
当
に
狭
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
批
判
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
昭
和
六

0
年
代
以
降
、
必
要
説
が
支
持
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
で
は
、
不
要
説
は
十
分
な
理
論
的
基
礎
を
有
し
、
妥
当
な

結
論
を
導
く
見
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
不
要
説
の
意
義
と
問
題
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

節

性
的
意
図
を
不
要
と
す
る
学
説
の
展
開

不
要
説
の
通
説
化

1

(
一
)
前
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
昭
和
四
五
年
判
決
が
現
れ
た
当
初
か
ら
、

(
鈎
)

し
い
批
判
を
加
え
て
い
た
。
そ
の
後
、

一
部
の
学
説
は
同
判
決
を
含
む
必
要
説
に
対
し
て
般

一
時
期
は
必
要
説
が
有
力
化
し
た
も
の
の
、
平
成
の
初
期
に
は
多
数
の
学
説
が
不
要
説
を
支
持

す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
通
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
不
要
説
の
内
容
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
①
本
罪
の
保
護
法
訴
は

(
制
)

行
為
者
の
内
心
傾
向
と
は
無
関
係
に
侵
害
さ
れ
う
る
と
の
理
解
と
、
②
一
法
話
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
に
性
的

意
図
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
本
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
は
被
害
者
の
保
護
に
欠
け
、
妥
当
で
は
な
い
と
の
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い

(“〉

る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
内
容
は
結
果
無
価
値
論
的
な
発
想
と
親
和
的
で
あ
る
が
、
性
的
意
図
の
有
無
は
規
範
違
反
性
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
と
の
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
行
為
無
価
値
論
的
立
場
と
も
調
和
し
七
日
も
の
で
、
実
際
、
行
為
無
価
値
論
を
支
持
す
る
論
者

(
必
)

の
多
く
も
不
要
説
を
支
持
し
て
い
る
。
必
要
説
の
基
礎
に
は
行
為
無
価
値
論
的
な
違
法
性
理
解
が
存
在
す
る
が
、
行
為
無
価
値
論
的
な

違
法
性
理
解
か
ら
必
然
的
に
必
要
説
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

会
乙
そ
し
て
、
不
安
説
の
支
持
者
は
、
行
為
者
の
内
心
傾
向
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
必

要
説
の
主
張
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
反
論
す
る
。
例
え
ば
、
狭
義
の
医
師
の
診
察
事
例
に
関
し
て
、
曽
根
教
授
は
次
の

{

M
制

)

ょ
、
つ
に
い
、
っ
。
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「
医
者
の
触
診
行
為
が
医
学
的
に
み
て
必
要
か
つ
適
切
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
患
者
の
承
諾
が
あ
る
と
き
は
、
た
と
え
医
者
の
側

に
自
己
の
性
的
衝
動
を
刺
激
し
、
満
足
さ
せ
る
傾
向
が
内
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
適
法
な
行
為
」
で
あ
り
、
「
反
対
に
、
医

者
に
わ
い
せ
つ
的
意
図
が
な
い
と
し
て
も
、
触
診
が
客
観
的
に
み
て
医
療
行
為
の
限
度
を
超
え
て
お
り
、
患
者
の
承
諾
も
な
い
と
き

は
、
そ
の
患
者
の
性
的
自
由
を
侵
害
し
た
も
の
と
し
て
違
法
な
行
為
と
な
る
」
、
と
(
傍
線
は
引
用
者
)
。

も
っ
と
も
、
こ
の
説
明
が
、
外
形
的
・
客
観
的
事
実
を
基
礎
に
違
法
性
の
有
無
(
に
よ
っ
て
本
罪
の
成
否
)
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と

の
趣
旨
だ
と
す
れ
ば
、
昭
和
四
五
年
判
決
以
前
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
た
「
意
思
に
反
し
た
接
吻
(
以
下
、
「
接
吻
事
例
」
と
す
る
)
」
の

よ
う
に
、
外
形
的
・
客
観
的
事
実
の
み
で
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
(
構
成
要
件
該
当
性
)
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
行
為
者
の
性
的

意
図
等
の
主
観
面
を
も
含
む
、
具
体
的
な
諸
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
事
案
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
招
く
こ
と

(
絹
)

に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
問
題
に
な
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
不
要
説
の
論
者
の
多
く
は
、
純
粋

不
要
説
の
立
場
を
と
り
、
性
的
意
図
等
の
主
観
而
を
考
慮
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
「
性
的
意
図
の
存
在
に
よ
っ
て
行
為
の
客
観

的
な
属
性
と
し
て
の
『
わ
い
せ
つ
性
』
の
不
足
を
補
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
主
義
に
違
背
す
る
」
し
、
「
性
的
意
図
が
な
け

(

伺

)

(

行

)

れ
ば
『
わ
い
せ
つ
な
行
為
』
の
語
義
か
ら
外
れ
る
わ
け
で
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
わ
い
せ
つ
行
為
と
い
う
た
め
に
は
「
客
観
的
に
性

{
川
崎
)

的
意
味
の
あ
る
行
為
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
客
観
主
義
・
行
為
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
汁
戸
打
為
の
具
体
的
な
脈
絡
か
ら
客
観
的
に
こ

〈

ω)

の
意
味
が
判
明
し
な
い
場
合
に
は
、
『
わ
い
せ
つ
な
行
為
』
に
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
べ
き
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

2 

こ
の
よ
う
な
不
要
説
の
主
張
は
、
法
益
侵
害
性
(
と
被
害
者
の
保
融
)
の
観
点
を
基
礎
に
、
客
観
主
義
・
行
為
主
義
と
い
う
刑
法
の

諸
原
則
を
意
識
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
、
理
論
的
に
明
快
な
も
の
で
、
相
応
の
説
得
力
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
と
、
必
要
説
が
理
論
的
に

て
、
昭
和
六

0
年
代
以
降
に
な
る
と
、
不
要
説
的
立
場
を
前
提
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
裁
判
例
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
哨
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十
分
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
併
せ
考
慮
す
れ
ば
、
不
要
説
が
通
説
化
し
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
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矢
は
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
九
月
一
六
日
判
時
一
二
九
四
号
一
四
=
一
頁
で
あ
る
。
同
判
決
は
、

V
を
全
裸
に
し
て
、
そ
の
写
真
を
掠
つ

た
行
為
に
つ
き
、
そ
れ
が
わ
い
せ
つ
行
為
に
当
た
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
「
被
告
人
は
、
そ
の
よ
う
な
わ
い
せ
つ
行
為
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
な
が
ら
、
:
・
:
・
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
よ
う
と
企
て
、
判
示
暴
行
に
及
ん
だ
も
の
」
と
認
め
ら
れ
る
の
で
本
罪
の

成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
本
罪
の
主
観
的
な
要
件
と
し
て
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
の
認
識
(
故
意
)
で
足
り
る
と
の
理
解
を
前
提
に
し

(
印
)

た
(
と
解
さ
れ
る
)
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
同
判
決
は
性
的
意
図
を
不
要
と
は
明
言
し
て
お
ら
ず
、
当
該
事
案
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
間
接
証
拠
か
ら
推
認
で
き
る

(
日
)

こ
と
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
余
地
が
な
く
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
性
的
意
図
が
不
要
で
あ
る
と
明
言
し
た
の
が
、
東

(
回
)

京
高
判
平
成
二
六
年
二
月
一
三
日
高
刑
迷
報
(
平
二
六
年
)
四
五
頁
で
あ
る
。
同
判
決
は
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
保
護
法
益
は
被
害
者

の
性
的
自
由
」
で
あ
り
、
「
客
観
的
に
被
害
者
の
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
が
な
さ
れ
、
行
為
者
が
そ
の
旨
認
識
し
て
い
れ
ば
、
同

罪
の
成
立
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
「
被
告
人
の
意
図
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
本
件
犯
行
に
よ
っ
て
、
被
害
者

の
性
的
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
、
犯
人
の
性
欲
を
刺
激
興
奮
さ
せ
ま
た
は
満
足
さ
せ
る
と
い
う
性
的
意

(
臼
)

図
の
有
無
は
、
上
記
の
よ
う
な
法
益
侵
害
と
は
関
係
を
有
し
な
い
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

不
要
説
の
課
題

こ
の
よ
う
に
学
説
上
不
要
説
が
通
説
化
し
、
そ
れ
に
従
う
裁
判
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
不
安
説
に
も
解
決
す
べ
き
課
題

が
あ
る
。

1 

保
護
法
益
の
実
質
的
内
容
の
不
明
確
性

(
こ
不
要
説
は
「
本
罪
の
保
護
法
益
は
行
為
者
の
内
心
傾
向
と
は
無
関
係
に
侵
害
さ
れ
う
る
」
と
の
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、

こ
の
理
解
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
保
説
法
益
の
実
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
性
的
意
図
と
無
関
係
に
侵
害
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る

(781) 

82-6-149 (法学 2018)



こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
不
要
説
は
本
罪
の
保
護
法
益
の
実
質
的
内
容
を
十
分
に
は
明
ら

(
剖
)

か
に
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
課
題
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

〈
日
)

(
二
)
必
要
説
を
含
め
、
現
在
の
通
説
は
本
罪
の
保
護
法
益
を
「
性
的
自
由
」
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
確
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
以
前
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
、
性
的
自
由
を
「
被
害
者
の
性
的
な
差
恥
心
」
と
い
う
観
点
か
ら
明
確
化
し
よ
う

(
印
)

と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
性
的
基
恥
心
を
持
た
な
い
幼
児
や
意
思
無
能
力
者
も
本
罪
の
客

(
H
M
)
 

体
と
な
り
う
る
こ
と
、
性
的
差
恥
心
の
侵
害
は
性
的
自
由
の
侵
害
に
伴
っ
て
生
じ
る
も
の
で
、
独
立
の
法
益
と
捉
え
る
意
義
に
乏
し
い

{
問
)

こ
と
、
性
的
差
恥
心
を
害
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
場
合
(
感
受
性
の
強
い
女
性
が
産
婦
人
科
の
治
療
に

差
恥
心
を
党
え
た
場
合
等
)
が
あ
る
一
方
、
そ
の
侵
害
が
な
く
と
も
、
成
立
を
認
め
る
べ
き
場
合
(
ス
ト
リ
ッ
パ
l
が
意
思
に
反
し
て
強
制
的

(

関

)

(

印

)

に
衣
服
を
剥
が
れ
た
場
合
等
}
が
あ
る
こ
と
等
、
多
く
の
批
判
・
疑
問
が
示
さ
れ
、
現
在
で
は
支
持
す
る
論
者
は
少
な
い
。

(
三
)
現
在
の
多
く
の
学
説
は
、
性
的
自
由
の
内
容
を
「
性
的
意
味
を
有
す
る
行
為
を
す
る
か
否
か
を
自
ら
決
定
す
る
自
由
」
あ
る
い

(
創
)

は
「
性
的
自
己
決
定
権
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
性
的
自
由
を
人
格
の
自
律
に
関
す
る
利
益
と
解
す
る
も
の
で
、
本
罪
を
強
要
罪
の

特
別
法
と
位
置
付
け
る
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
本
罪
の
法
定
刑
が
強
要
罪
よ
り
も
重
く
定
め
ら
れ
て
い
る
根
拠
の
説
明
、
す

な
わ
ち
、
「
性
的
意
味
を
有
す
る
行
為
の
強
要
(
に
よ
る
人
格
の
自
律
の
侵
害
)
L

が
「
他
の
行
為
の
強
要
(
に
よ
る
人
格
の
自
体
の
侵
害
)
」

に
比
べ
て
、
「
類
型
的
に
」
「
よ
り
重
大
な
」
侵
害
に
当
た
る
こ
と
の
説
明
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
は
、
性
的
意
味
を
有
す
る
行
為
を
強

要
す
る
こ
と
の
実
質
的
意
味
、
す
な
わ
ち
、
「
自
由
の
侵
害
(
意
思
決
定
の
侵
害
)

一
般
」
に
対
す
る
「
『
性
的
』
自
由
の
侵
害
(
性
的
意

思
決
定
の
侵
害
)
」
の
重
大
性
の
解
明
の
必
要
性
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
が
来
た
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

(
四
)
そ
こ
で
、
近
年
で
は
、
本
罪
(
を
含
む
性
犯
罪
一
般
)
の
本
質
は
、
性
的
自
由
・
性
的
自
己
決
定
権
の
侵
害
(
だ
け
)
で
は
な
く
、

(780) 
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人
格
的
尊
厳
の
侵
害
を
伴
う
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
本
罪
(
を
含
む
性
犯
罪
一
般
)
の
木
質
を
吋
人
格
権
侵
害
・
人
格
的
尊
厳
の
侵
害
」
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(
由
)

に
求
め
る
見
解
が
有
力
化
し
て
い
る
。
確
か
に
、
本
罪
(
を
含
む
性
犯
罪
一
般
)
は
被
害
者
の
人
格
(
的
尊
厳
)
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、

l
l人
格
・
人
格
的
尊
厳
と
い
う
言
葉
の
唆
昧
さ
は
措
く
と
し
て
も
|
|
人
身
売
買
罪
な
ど
、
本
罪
(
を
含
む
性
犯
罪
)

以
外
の
人
格
(
的
尊
般
)
を
侵
害
す
る
犯
罪
の
法
定
刑
は
本
罪
(
を
含
む
性
犯
罪
)
ほ
ど
に
は
高
く
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
人
格
(
的
尊
政
)
の
侵
害
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
「
直
ち
に
は
」
本
罪
の
法
定
刑
の
高
さ
を
根
拠
付
け
う
る
も
の
で

(
田
}

は
な
い
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
罪
の
法
定
刑
の
高
さ
を
基
礎
付
け
う
る
「
『
性
的
行
為
の
強
要
に
よ
る
人
格
(
的
尊
般
)

(
臼
)

の
侵
害
』
の
実
質
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
罪
を
人
格
権
や
人
格
的
尊
厳
を
侵
害
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
説
明
す
る
だ
け
で

は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

(
五
)
こ
の
よ
う
に
、
不
要
説
を
支
持
す
る
学
説
の
多
く
が
、
そ
の
主
張
の
核
心
を
構
成
す
る
本
罪
の
保
護
法
益
の
実
質
的
内
容
を
明

確
に
は
提
示
で
き
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
、
近
年
、
傾
聴
に
値
す
る
見
解
を
展
開
し
て
い
る
の
が
井
田
教
授
で
あ
る
。
持
田
教
授
は

(
閃
)

大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
性
犯
罪
に
お
け
る
被
害
の
実
質
は
、
性
的
行
為
と
い
う
特
殊
な
身
体
的
接
触
の
体
験
を
犯
人
と
共
有
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
」
。
「
人
は
他
人
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
他
人
の
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
も
欲
し
な
い
身
体
的
領
域
」
、

す
な
わ
ち
、
身
体
的
内
密
領
域
を
も
っ
。
「
性
的
行
為
と
は
、
そ
の
よ
う
な
身
体
的
内
密
領
域
を
一
定
の
他
者
と
の
関
係
で
相
互
に
開

放
し
、
視
覚
や
聴
覚
の
み
な
ら
ず
、
映
党
や
触
覚
な
ど
の
五
官
す
べ
て
の
作
用
を
も
っ
て
そ
の
領
域
を
相
互
に
経
験
し
合
う
特
殊
な
人

的
営
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体
験
の
犯
人
と
の
共
有
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
性
犯
罪
に
お
け
る
被
害
の
実
体
で
あ
る
J

身
体
的

内
密
領
域
に
関
す
る
考
え
は
、
「
職
業
や
政
治
に
関
わ
る
も
の
の
見
方
よ
り
も
も
っ
と
根
源
的
な
人
生
観
・
世
界
観
の
問
題
で
あ
り
、

こ
の
世
界
に
お
い
て
生
き
る
自
分
と
い
う
個
の
捉
え
方
・
描
き
方
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
身
体
的
内
密
領
域
に

踏
み
込
ま
れ
踏
み
込
ま
さ
れ
る
経
験
の
強
制
を
中
核
と
す
る
性
犯
罪
が
、
被
害
者
に
対
し
持
続
的
な
深
い
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え

(779) 
82-6-147 (法学2018)



害る
し」0

1査
とヲF

の
す保
証斐
的ぷ

宮 f*;;. ，~ 

ら「
の身
防 体
御 的
権 内
と密
い領
う域
意と
味し
でて
の 把
性握
的さ
自れ
己る
決ベ
定き
権で
とあ
しり
て
捉 そ
λ の

長義
る法
ベ益
きは
で

2Z 
」、的

と吉富
領
域
を
侵

こ
れ
は
、
性
的
行
為
の
本
質
を
身
体
的
内
密
領
域
の
相
互
経
験
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
と
と
も
に
、
身
体
的
内
密
領
域
に
関
す
る

考
え
が
人
的
生
存
の
根
源
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
的
行
為
を
強
要
す
る
(
日
身
体
的
内
密
領
域
に
踏

み
込
ま
れ
・
踏
み
込
ま
さ
れ
る
経
験
を
強
制
す
る
)
性
犯
罪
が
被
害
者
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
を
的
確
に
表
現
す
る
も
の
と
い

え
、
基
本
的
に
支
持
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
し
た
と
し
て
も
、
本
罪
の
成
否
を
行
為
の

外
形
面
・
客
観
面
だ
け
を
基
礎
に
判
断
で
き
る

(
H
不
要
説
が
導
か
れ
る
)
と
は
思
わ
れ
な
い
。
性
的
行
為
の
本
質
は
、
身
体
的
内
密
領

域
の
「
相
互
経
験
」
に
あ
り
、
そ
の
成
否
の
判
断
に
際
し
て
は
、
行
為
者
側
の
視
点
も
無
視
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
見
の
展
開
に
際
し
て
述
、
へ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
六
)
こ
の
よ
う
に
、
学
説
上
、
本
罪
の
保
護
法
益
の
内
容
は
十
分
に
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
不
要
説
の
前
提
で
あ
る

「
本
罪
の
保
護
法
益
は
行
為
者
の
内
心
傾
向
と
は
無
関
係
に
侵
害
さ
れ
う
る
」
と
の
理
解
が
理
論
的
に
十
分
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
不
要
説
の
基
礎
に
あ
る
被
害
者
の
保
護
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
る
が
、
本
罪
の
保
護
法
益
・
本
質
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
行
為
者
の
内
心
傾
向
が
本
罪
の
成
否
に
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
を
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
で
あ

る2 

本
罪
の
成
立
範
囲
の
適
切
な
画
定
の
困
難
性

え(こ
る~，__.，。

符 5
純
粋不
不要
要説
説に
に対
よし
るて
場 は
合、
、本

①罪
わ の
い成
せ立
2 純
干丁 囲
為を
性適

百円
主重
量字
'f! る
ぺ」

出と
1E2 が
@で
主主 き
尽 な
お い

ljIj <72 
碓 V

には
認な
が、し、

らか
れと
るの
た 疑
め 問
、を

性党

的
意
図
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
本
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
で
、
②
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
く
、
外
形

(778) 

82-6-146 

五
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的
・
客
観
的
諸
事
情
か
ら
は
性
的
意
味
の
あ
る
行
為
(
わ
い
せ
つ
行
為
)
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
本
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
①
の
場
合
、
本
罪
の
成
立
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
、
②
の
場
合
、
狭
く
な
り
す
ぎ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
二
)
ま
ず
、
①
の
本
罪
の
成
立
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
る
例
と
し
て
、
妻
を
奪
っ
た
A
に
対
し
て
強
い
恨
み
を
抱
い
た

X
が
、
専
ら

恨
み
を
晴
ら
す
目
的
で
、

一
人
暮
ら
し
の

A
宅
に
侵
入
し
、

A
に
暴
行
を
加
え
て
失
神
さ
せ
た
上
、
ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
て
そ
の
局
部
を

露
出
さ
せ
、
そ
れ
を
左
手
で
握
っ
て
、
右
手
に
持
っ
た
ナ
イ
フ
で
切
断
し
た
場
合
(
以
下
、
「
陰
茎
切
断
事
例
」
と
す
る
)
を
挙
げ
る
こ
と

(
曲
)

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
「
ズ
ボ
ン
を
脱
が
す
行
為
」
と
「
陰
茎
を
握
る
行
為
」
(
特
に
、
後
者
)
は
、
客
観
的
に
明
ら
か
に
「
わ
い
せ

つ
な
行
為
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
純
粋
不
要
説
に
よ
れ
ば
、
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
為
者

の
意
図
・
目
的
に
照
ら
す
と
、
傷
害
罪
の
成
立
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
実
務
上
も
そ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

(

凹

)

れ
る
。こ

れ
に
対
し
て
は
、
平
成
二
九
年
判
決
の
よ
う
に
修
正
不
要
説
の
立
場
を
と
り
、
か
つ
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
な
場
合
」

を
「
強
姦
罪
に
速
な
る
行
為
」
に
限
定
し
た
上
で
、
ズ
ボ
ン
を
脱
が
す
行
為
や
陰
茎
を
握
る
行
為
は
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か

で
な
い
場
合
し
に
当
た
る
(
の
で
、
性
的
意
図
等
の
主
観
面
を
も
含
む
具
体
的
諸
事
情
を
考
慮
し
て
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
」
を
判
断
す
る
こ
と
に
な

る
)
と
解
す
れ
ば
、
妥
当
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
陰
茎
を
揺
る
行
為
で
さ
え
、
わ
い
せ

つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
い
と
す
る
と
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
る
「
強
姦
罪
に
辿
な
る
行
為
」
の
範
囲
は
極
め
て

(
河
)

狭
い
も
の
と
な
り
、
強
姦
罪
が
強
制
性
交
等
罪
に
改
正
さ
れ
た
現
行
刑
法
の
下
で
は
、
そ
れ
に
当
た
る
行
為
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、

(n〉

実
質
的
に
は
す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
性
的
意
図
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
覚
え
る
。

〈

η)

ま
た
、
陰
茎
切
断
事
例
に
関
し
て
は
、
最
終
目
的
が
陰
茎
の
切
断
と
い
う
性
的
意
味
を
持
た
な
い
行
為
の
遂
行
に
あ
り
、
「
ズ
ボ
ン

(777) 

82-6ー145(法学 2018)



を
脱
が
す
行
為
」
と
「
陰
茎
を
握
る
行
為
」
は
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
陰
茎
を
切
断
す

る
一
連
の
行
為
」
と
し
て
、
全
体
的
に
評
価
す
れ
ば
、
性
的
意
味
は
認
め
ら
れ
ず
、
傷
害
罪
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
反
論
も
考

(
ね
)

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
吋
ズ
ボ
ン
を
脱
が
す
行
為
」
や
「
陰
茎
を
握
る
行
為
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
の
最
終
目
的
に
よ
っ
て
、
そ
の
評
価
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
塩
見
教
授
も
い
う
よ
う
に
、

務
衣
を
は
ぎ
取
っ
て
裸
に
す
る
と
い
っ
た
客
観
的
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
が
、
そ
れ
に
よ
り
反
抗
を
抑
圧
し
て
財
物
を
奪
取
す
る
と
い
う

(
川
内
)

強
盗
目
的
で
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
本
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
理
由
は
(
少
な
く
と
も
、
理
論
的
に
は
)
な
い
の
で
あ
る
。

(
一
ニ
)
次
に
、
本
罪
の
成
立
範
囲
が
狭
く
な
り
す
ぎ
る
②
の
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
⑦
性
的
意

味
が
微
弱
な
行
為
に
関
す
る
事
案
、
@
正
当
な
医
療
行
為
の
過
程
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
事
案
、
。
行
為
者
の
特
殊
な
性
癖
・
性
的

(花〉

晴
好
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
に
関
す
る
事
案
に
分
類
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
符
)

(
1
)
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
い
事
案
の
典
型
は
、
行
為
が
有
す
る
性
的
意
味
が
微
弱
な
場
合
で
あ
り
、
以
前
か
ら
接
吻
の

〈

π)

わ
い
せ
つ
行
為
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
近
年
の
裁
判
例
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
っ
接
吻
」
で
は
な
く
、
「
着
衣

(
河
)

の
上
か
ら
の
背
中
腰
部
幣
部
等
の
撫
で
廻
し
等
(
以
下
、
「
撫
で
廻
し
事
例
し
と
す
る
)
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
接
触
部
位

(
m
m
)
 

等
に
照
ら
す
と
「
一
定
の
性
的
意
味
」
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
性
的
意
味
が
微
弱
で
あ
り
、
ま
た
、
行
為
の
状

況
・
態
様
に
よ
っ
て
は
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
「
迷
惑
行
為
防
止
条
例
」
の
「
迷
惑
行
為
」
と
し
て
捕
捉
す
れ
ば
足

(
削
)

り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
事
案

は
、
行
為
の
状
況
・
態
様
と
い
っ
た
客
観
的
事
情
を
基
礎
に
、
当
該
行
為
が
本
罪
の
予
定
す
る
程
度
の
わ
い
せ
つ
性
を
備
え
て
い
る
か

(
但
)

否
か
を
判
断
す
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
不
要
説
を
前
提
に
し
て
も
、
処
罰
純
聞
を
適
切
に
画
す
る
こ
と
は
で
き
る

(
昭
)

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(776) 

82-6-144 

七



ノl

強制わいせつ罪に関する一考察(下・完)

(
2
)
裁
判
例
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
別
の
場
合
と
し
て
、
「
正
当
な
医
療
行
為
の
過
程
に
お

い
て
行
わ
れ
た
、
必
要
不
可
欠
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
実
施
す
る
こ
と
が
不
当
と
も
い
い
難
い
身
体
的
接
触
行
為
や
写
真
撮
影
行
為

(
関
}

(
広
義
の
医
師
の
診
察
事
例
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
医
療
行
為
と
し
て
の
当
該
行
為
の
有
用
性
・
妥
当
性
を
完
全
に

(
飢
)

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
外
形
的
客
観
的
事
情
の
み
を
基
礎
と
し
て
判
断
す
る
場
合
、
性
的
意
味
(
わ
い
せ
つ
行
為
性
)
を

認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
行
為
が
必
ず
し
も
必
要
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
被
害
者
が
性
的
差
恥
心
不
快
感
等
を

覚
え
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
性
的
意
図
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
肯
定
し
、
本
罪
の
成
立
を

認
め
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
裁
判
例
も
存
在
す
る
。
福
岡
地
判
平
成
二

O
年
二
月
四
日
戸
口
¥
巴
回
「

(
肥
田
)

8
8
2去
は
、
医
師
で
あ
る
被
告
人
が
V
の
腫
内
の
内
診
を
行
っ
た
際
、

V
の
陰
部
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、

V
に
同
カ
メ
ラ

の
液
晶
モ
ニ
タ
ー
に
映
し
出
さ
れ
た
陰
部
の
画
像
を
見
せ
た
行
為
に
つ
き
、
当
該
行
為
が
「
徒
に
性
欲
を
興
奮
又
は
刺
激
せ
し
め
、
普

通
人
の
正
常
な
性
的
し
ゅ
う
恥
心
を
害
す
る
行
為
と
な
り
う
る
こ
と
は
明
ら
か
」
で
あ
り
、
「
被
告
人
が
、
か
か
る
行
為
を
わ
い
せ
つ

な
意
図
の
下
に
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
該
行
為
は
わ
い
せ
つ
行
為
と
認
め
ら
れ
る
(
傍
線
は
引
用
者
ど
と
し
た
の
で
あ
る
(
た
だ
し
、
結

論
的
に
は
、
被
告
人
が
当
該
行
為
時
に
わ
い
せ
つ
意
図
を
有
し
て
い
た
と
認
め
る
に
は
、
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と
し
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
否
定

(
師
)

し
た
)
。

も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
仮
に
、
性
的
意
図
の
存
在
を
根
拠
に
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
認
め
た
と
し
て
も
、
医
療
行
為
と
し

(
幻
)

て
の
有
用
性
・
妥
当
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
の
で
、
最
終
的
に
は
違
法
性
が
否
定
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
純

粋
不
要
説
に
依
拠
し
た
場
合
に
、
本
罪
の
成
立
純
聞
が
「
不
当
に
」
狭
ま
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
不
要
説
(
特
に
、
純
粋
不
要
説
)
を
前
提
に
し
た
場
合
に
、
本
罪
の
成
立
範
囲
が
狭
く
な
り
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
行
為

が
行
為
者
の
特
殊
な
性
癖
・
性
的
晴
好
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
種
の
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
は
少
な
く
な

(775) 
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い
。
特
に
多
い
の
は
、
小
児
性
愛
者
が
乳
幼
児
の
性
器
に
触
れ
た
り
、
そ
の
裸
体
を
写
真
撮
影
し
た
り
す
る
行
為
(
以
下
、
「
小
児
性
愛

(
鎚
)

事
例
」
と
す
る
)
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
乳
幼
児
は
性
的
に
未
成
熟
・
未
発
達
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
「
一
般
人
の
」
性
的

興
奮
を
喚
起
し
た
り
、
性
的
差
恥
心
を
宜
回
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
乳
幼
児
に
は
性
的
差
恥
心
や
性
的
行
為
に
関
す
る
意
思

〈
郎
)

決
定
能
力
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
」
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
両
親

等
が
乳
幼
児
と
一
緒
に
入
浴
し
た
り
、
そ
の
裸
体
を
カ
メ
ラ
等
で
撮
影
し
た
り
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
種
の
行
為
は
「
小
児
性
愛
者
」
に
と
っ
て
は
性
的
興
奮
を
喚
起
さ
せ
る
性
質
を
有
す
る
た
め
、
そ
の

よ
う
な
者
が
性
的
意
図
を
も
っ
て
行
っ
た
場
合
、
子
ど
も
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
必
要
性
は
極
め
て
高

い
。
こ
の
双
方
の
法
感
覚
を
充
足
す
る
た
め
に
は
、
外
形
的
・
客
観
的
事
情
に
加
え
て
、
当
該
行
為
が
行
為
者
の
特
殊
な
性
的
晴
好

{

叩

)

(

但

)

(
に
由
来
す
る
性
的
意
図
)
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
か
否
か
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

3 

以
上
の
よ
う
に
、
不
要
説
(
特
に
、
純
粋
不
要
説
)
に
も
解
決
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
学
説
状
況
の
中
、

昭
和
四
五
年
判
決
を
変
更
し
、
修
正
不
要
説
的
立
場
を
前
提
に
し
た
平
成
二
九
年
判
決
が
登
場
し
た
。
章
を
改
め
て
、
同
判
決
の
内
容

と
問
題
点
を
碓
-
剖
崩
し
よ
う
。

第
四
章

平
成
三
九
年
判
決
の
意
義
と
問
題
点

第

節

平
成
二
九
年
判
決
の
概
要

(774) 

82-6ー142

平
成
二
九
年
判
決
に
至
る
経
緯

昭
和
四
五
年
判
決
以
降
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
す
る
立
場
を
前
提
に
し
た
(
と
解
さ
れ
る
)
多
く
の
裁
判
例
が
積
み

iL 
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重
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
不
要
説
の
通
説
化
と
と
も
に
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
性
的
意
図
を
不
要
と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
被
告
人
に
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
に
関
し
て
本
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
裁
判
例
が
現
れ
た
。

(
四
)

神
戸
地
判
平
成
二
八
年
三
月
一
八
日
刑
集
七
一
巻
九
号
五
二

O
頁
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
七
歳
の
女
児
に
対
し
、
自
己
の
陰
茎
を
触
ら

せ
た
り
、
口
に
く
わ
え
さ
せ
た
り
、
女
児
の
陰
部
を
触
っ
た
り
し
た
行
為
等
に
つ
き
、
被
告
人
に
性
的
意
図
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
に

は
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と
し
な
が
ら
も
、
①
本
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
性
的
自
由
の
侵
害
の
有
無
は
犯
人
の
性
的
意
図
の
有
無
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
、
②
性
的
意
図
を
本
罪
の
成
立
要
件
と
す
る
規
定
は
な
く
、
そ
れ
を
要
求
す
る
実
質
的
な
根
拠
は
存
在
し
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
客
観
的
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
が
な
さ
れ
、
犯
人
が
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

れ
ば
、
同
罪
が
成
立
す
る
」
と
述
べ
、
し
か
も
、
「
弁
護
人
は
、
こ
れ
と
異
な
る
最
高
裁
判
所
の
判
例
を
指
摘
す
る
が
、
当
裁
判
所
は
、

同
判
例
は
相
当
で
な
い
と
判
断
し
た
」
と
し
て
、
昭
和
四
五
年
判
決
を
相
当
で
は
な
い
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
弁

設
人
が
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
(
大
阪
高
判
平
成
二
人
年
一

O
月
二
七
日
高
刑
集
六
九
巻
三
号
一
頁
)
は
、
被
告
人
に
性
的
意
図
が
あ
っ
た
と

認
定
す
る
に
は
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
相
当
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
原
判
決
の
前
記
①
・
②
の
指
摘
を
妥
当

な
も
の
と
し
、
客
観
的
に
被
害
者
の
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
が
な
さ
れ
、
行
為
者
が
そ
の
旨
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
本
罪
は
成
立

す
る
の
で
あ
っ
て
、
性
的
意
図
の
有
無
は
そ
の
成
立
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
「
(
昭
和
四
五
年
判
決
)
の

判
断
基
準
を
現
時
点
に
お
い
て
維
持
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
」
と
し
て
、
原
判
決
の
判
断
を
是
認
し
た
の
で
あ
る
。

平
成
二
九
年
判
決
の
内
容

こ
れ
に
対
し
て
、
弁
護
人
が
上
告
し
、
原
判
決
は
本
罪
の
成
立
に
性
的
意
図
が
必
要
と
し
た
昭
和
四
五
年
判
決
に
相
反
す
る
と
主
張

し
た
が
、
平
成
二
九
年
判
決
は
、
昭
和
四
五
年
判
決
を
変
更
し
、
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
た
第
一
審
判
決
を
是
認
し
た
原

判
決
の
結
論
は
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
昭
和
四
五
年
判
決
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
性
(
理
由
中
の
1
(
4
)
)
と、

(773) 
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わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
及
び
同
判
断
に
お
け
る
性
的
意
図
の
意
義
{
同
l
(
5
)
)
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
成
二
九
年
判

決
及
び
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
評
価
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
別
稿
で
行
う
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
平
成
二
九
年
判
決
の
内
容
を
瞥

見
し
た
上
で
、
同
判
決
の
意
義
と
問
題
点
を
確
認
す
る
に
止
め
る
。

昭
和
四
五
年
判
決
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
性

(
二
平
成
二
九
年
判
決
は
、
ま
ず
、
性
的
意
図
を
一
律
に
本
罪
の
成
立
要
件
と
す
る
昭
和
四
五
年
判
決
の
立
場
を
維
持
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
。
性
犯
罪
に
関
す
る
規
定
や
そ
の
解
釈
に
は
、
「
社
会
の
受
け
止
め
方
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
、
処
罰
対
象
を
適
切
に

決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
特
質
」
が
あ
り
、
昭
和
四
五
年
判
決
が
性
的
意
図
を
本
罪
の
成
立
要
件
と
し
た
の
も
「
当
時
の
社
会

の
受
け
止
め
方
な
ど
を
考
慮
」
し
た
結
果
と
解
さ
れ
る
が
、
平
成
一
六
年
及
び
平
成
二
九
年
の
性
犯
罪
に
関
す
る
刑
法
改
正
の
状
況
に

鑑
み
れ
ば
、
性
犯
罪
や
そ
の
被
害
の
実
態
に
対
す
る
「
社
会
の
一
般
的
な
受
け
止
め
方
」
は
変
化
し
て
い
る
と
い
え
、
今
日
で
は
、
本

罪
の
成
立
要
件
の
解
釈
に
当
た
っ
て
「
被
害
者
の
受
け
た
性
的
な
被
害
の
有
無
や
そ
の
内
容
、
程
度
に
こ
そ
目
を
向
け
る
べ
き
し
で
あ

(
田
)

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

2 

わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
及
び
同
判
断
に
お
け
る
性
的
意
図
の
意
義

他
方
、
平
成
二
九
年
判
決
は
性
的
意
図
の
有
無
が
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
」
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て
い

る
。
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
は
「
規
範
的
評
価
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
性
的
な
被
害
に
係
る
犯
罪
に
対
す
る
社
会
の
一
般
的
な
受
け
止

め
方
を
考
慮
し
つ
つ
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
が
、
①
「
強
姦
罪
に
連
な
る
行
為
」
の
よ
う
に
、
行
為
そ
の
も
の
が

持
つ
「
性
的
性
質
」
が
明
確
で
、
当
然
に
「
性
的
な
意
味
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
性
的
意
図
を
考
慮
す
る
ま
で
も
な
く
、

(

捌

}

、

ま

直
ち
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
と
評
価
で
き
る
カ
②
行
為
そ
の
も
の
カ
持
つ
「
性
的
性
質
」
が
不
明
確
で
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
際
の

具
体
的
状
況
等
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
当
該
行
為
に
「
性
的
な
意
味
」
が
あ
る
か
否
か
が
評
価
し
難
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
本

(772) 
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罪
の
法
定
刑
が
重
く
、
「
性
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
み
ら
れ
る
行
為
」
の
全
て
が
本
罪
に
よ
る
処
罰
に
値
す
る
と
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
行
為
そ
の
も
の
が
持
つ
性
的
性
質
の
有
無
及
び
程
度
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
」
、
「
当
該
行
為

が
行
わ
れ
た
際
の
具
体
的
状
況
等
の
諸
般
の
事
情
を
も
総
合
考
慮
し
」
、
性
的
意
味
の
有
無
や
性
的
意
味
合
い
の
強
さ
を
個
別
事
案
に

の応
一 じ
っ た
と具
し体
て的
、事

行 実
為 関
者 係
のに
目基
陀J てゴ
等 い
ので
主 ゎ
11l.1i!し、

事士
宮2
判経
理~ :f 
安 判
品 断
とせ
しざ
宝る
支を
問、

す主
てえ ぷ
c の
場 -r窓

会言
あ J、
り「
得 そ
るの
」よ
とう
いな
う個
の別
で 具
あ(体
る担的
。な

事
情

要
す
る
に
、
平
成
二
九
年
判
決
は
、
本
罪
の
わ
い
せ
つ
行
為
を
「
本
罪
に
よ
る
処
罰
に
値
す
る
程
度
の
『
性
的
な
意
味
』
の
あ
る
行

為
」
と
捉
え
た
上
で
、
行
為
の
性
的
意
味
の
有
無
や
程
度
を
判
断
す
る
重
要
な
観
点
と
し
て
、
「
行
為
そ
の
も
の
の
『
性
的
性
質
』
」
を

挙
げ
、
①
勺
性
的
性
質
が
明
確
な
行
為
」
の
場
合
、
右
の
程
度
の
性
的
意
味
が
肯
定
さ
れ
、
直
ち
に
わ
い
せ
つ
行
為
と
認
め
ら
れ
る
の

に
対
し
、
②
「
性
的
性
質
が
不
明
確
な
行
為
」
の
場
合
、
行
為
の
具
体
的
状
況
等
を
踏
ま
え
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
性
的
意
味
の

有
無
を
判
断
し
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
程
度
が
右
の
程
度
の
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
よ
っ
て
わ
い
せ
つ

行
為
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
の
考
慮
要
素
に
は
、
性
的
意
図
を
含
む
行
為
者
の
主
観
的
事
情
も
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。第

節

平
成
二
九
年
判
決
の
意
義
と
残
さ
れ
た
諜
題

平
成
二
九
年
判
決
の
意
義

平
成
二
九
年
判
決
の
最
大
の
意
義
は
、
昭
和
四
五
年
判
決
を
明
示
的
に
変
更
し
、
行
為
そ
の
も
の
が
持
つ
性
的
性
質
が
明
確
な
場
合

(
師
)

に
つ
い
て
は
、
性
的
意
図
の
有
無
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
一
般
的
な
主
観
的
要
件
と
す

る
こ
と
(
必
要
説
)
を
明
確
に
否
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
性
的
性
質
が
不
明
確
な
行
為
の
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
判
断
す
る

(771) 
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際
に
、
判
断
要
素
の
一
つ
と
し
て
性
的
意
図
を
考
慮
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
は
、
純
粋
不
要
説
と
も
一
線
を
画
し
て
お
り
、
修

正
不
安
説
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
に
お
い
て
性
的
意
図
を
考
慮
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
戸
認
め
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
理
論
的

(
貯
)

に
不
徹
底
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
客
観
主
義
」
・
「
行
為
主
義
」
か
ら
要
請
さ
れ
る
の
は
、
内
心
傾
向
を
決
定

的
な
理
由
と
し
て
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
「
判
断
資
料
の
一
つ
」
と
し
て
主
観
面
を
考
慮
す
る
こ

と
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
平
成
二
九
年
判
決
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
い
行
為
(
特
に
、
行

為
者
の
特
殊
な
性
蝉
・
性
的
噌
好
に
基
づ
く
行
為
)
に
つ
い
て
、
本
罪
の
成
立
範
囲
が
狭
く
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
純
粋
不
要
説
の
課
題
を
解

(
間
)

決
し
う
る
枠
組
み
を
示
し
た
も
の
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

平
成
二
九
年
判
決
が
残
し
た
課
題

も
っ
と
も
、
平
成
二
九
年
判
決
は
、
行
為
そ
の
も
の
が
持
つ
性
的
性
質
が
明
確
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
性
的
意
図
の
有
無
を
考
慮
す

る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
た
め
、
本
罪
の
成
立
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
純
粋
不
要
説
の
課
題
(
第
三
章
第
二
節
三
2
(
二
)
)

は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
性
的
性
質
L

及
び
「
性
的
な
意
味
」
と
い
う
概
念
の
内
容
や
両
概
念
の
相
互
関
係
が
説
明
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
性
的
性
質
が
明
確
か
否
か
(
性
的
意
図
等
の
主
観
的
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
か
否
か
)
を
ど
の
よ
う
に
判
断

す
る
の
か
、
な
ぜ
、
性
的
意
図
等
の
主
観
的
事
情
が
性
的
意
味
の
有
無
・
程
度
に
影
轡
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
っ
た
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る

(
叩
}

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
平
成
二
九
年
判
決
が
昭
和
四
五
年
判
決
を
変
更
し
た
根
拠
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
本
罪

(770) 

82-6ー138

の
成
否
判
断
に
際
し
て
は
「
被
害
者
の
受
け
た
性
的
な
被
害
の
有
無
や
そ
の
内
容
、
程
度
に
こ
そ
目
を
向
け
る
べ
き
」
で
あ
る
こ
と
を

(
間
}

判
例
変
更
の
実
質
的
な
論
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
不
要
説
の
核
心
で
あ
る
「
本
罪
の
保
護
法
益
は
行
為
者
の
内
心
傾
向
と
は
無
関
係



四
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に
侵
害
さ
れ
う
る
」
と
の
理
解
や
、
「
法
益
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
性
的
意
図
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
本
罪
の
成
立

を
否
定
す
る
こ
と
は
被
害
者
の
保
護
に
欠
け
る
」
と
の
認
識
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
平
成
二
九
年
判
決
は
「
性
的
な
被
害
の
有

無
内
容
・
程
度
」
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
と
は
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
法
益
侵
害
と
い
う
観
点
と
結
び
付
け
て
説
明
し
て
い

(
削
)

な
い
点
で
、
従
来
の
不
要
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
保
護
法
益
の
内
容
が
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

(
向
山
)

か
ら
、
特
定
の
見
解
を
と
る
こ
と
を
避
け
た
と
の
評
価
も
あ
る
が
、
本
罪
の
保
護
法
益
・
本
質
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
本
判
決
が

(
凹
)

「
目
を
向
け
る
べ
き
」
だ
と
強
調
す
る
「
被
害
者
の
受
け
た
性
的
な
被
害
」
の
実
質
も
不
明
確
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
定
漠

と
し
た
「
性
的
な
被
害
」
を
本
罪
の
解
釈
の
指
針
と
し
、
当
該
被
害
に
関
す
る
「
社
会
の
受
け
止
め
方
」
を
考
慮
し
て
本
罪
の
処
罰
対

象
を
決
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
社
会
の
当
罰
性
感
情
を
直
接
的
に
解
釈
に
流
入
さ
せ
る
も
の
で
、
刑
法
解
釈
の

あ
り
方
と
し
て
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
判
決
は
「
行
為
者
の
性
的
意
図
を
同
罪
の
成
立
要
件
と
す
る
昭
和
四
五
年
判
例
の
解
釈

は
、
そ
の
正
当
性
を
支
え
る
実
質
的
な
根
拠
」
が
な
い
と
い
う
が
、
そ
れ
に
理
論
的
な
説
得
力
を
与
え
る
た
め
に
は
、
本
罪
の
保
護
法

益
・
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
性
的
意
図
を
一
律
に
本
罪
の
成
立
要
件
と
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
点
で
平
成
二
九
年
判
決
は
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
補
う
こ
と
が
今
後
の
学
説
の
課
題
で
あ
る
と

ぃ、ぇト止でつ。
終
章

本
罪
の
本
質
と
性
的
意
図

こ
こ
ま
で
昭
和
四
五
年
判
決
以
降
の
必
要
説
と
不
要
説
に
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
、
平
成
二
九
年
判
決
の
内
容
と
そ
の
問
題
性
を

確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
必
要
説
は
、
違
法
性
の
本
質
に
関
す
る
行
為
無
価
値
論
的
理
解
を
基
礎
に
し
た
上
で
、
結
論
の
妥
当
性
の
碓

(769) 
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保
を
主
た
る
目
的
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
性
的
意
図
と
違
法
性
の
関
係
性
を
十
分
に
は
説
明
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
結

果
、
「
条
文
上
要
求
さ
れ
て
い
な
い
性
的
意
図
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
の
保
護
を
不
当
に
狭
め
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
批
判
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
必
要
説
は
支
持
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
(
第
三
章
第
一
節
)
、
不
要
説
は
、
本
罪
の
保
護
法
益
は
行
為
者
の
内

心
傾
向
と
は
無
関
係
に
侵
害
さ
れ
う
る
と
の
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
保
護
法
益
の
内
容
は
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
前
提
は
理
論
的
に
十
分
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
純
粋
不
要
説
に
依
拠
し
た
場
合
、
本
罪
の
成
立
純

聞
を
適
切
に
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
(
第
三
章
第
二
節
)
、
平
成
二
九
年
判
決
は
、
結
論
の
妥
当
性
を

確
保
す
べ
く
、
修
正
不
安
説
の
立
場
を
採
用
し
た
が
、
純
粋
不
要
説
の
問
題
を
完
全
に
は
解
決
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
本
罪
の
保
謎

法
援
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
避
け
た
上
で
、
被
害
者
保
護
の
観
点
を
強
調
し
て
い
る
点
は
、
社
会
の
当
罰
性
感
情
を
直
接
的

に
解
釈
に
流
入
さ
せ
る
も
の
で
、
刑
法
解
釈
の
あ
り
方
と
し
て
妥
当
で
な
い
こ
と
(
第
四
章
)
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
知
見

を
踏
ま
え
、
最
後
に
、
本
罪
の
保
謎
法
益
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
及
び
性
的
意
図
の
要
否
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ

と
に
し
た
い
。

本
罪
の
保
護
法
益
と
わ
い
せ
つ
行
為
性

1 

本
罪
の
保
護
法
益

(
山
}

ま
ず
、
本
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
井
田
教
授
の
説
明
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
「
身
体
的
内
密
領
域

の
不
可
侵
性
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
含
む
性
犯
罪
は
、
人
格
の
根
幹

人
生
観

世
界
観

関
わ
る
身
体
的
内
密
領
域
の
相
互
経
験
を
本
質
と
す
る
性
的
イ丁
為
を
強
要
す
る

と

よ
り

Z 
的
内
密
領

(768) 
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域
の
不
可
侵
性
を
害
し
、
被
害
者
の
人
格
(
的
尊
般
)
を
著
し
く
侵
害
す
る
犯
罪
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
罪
の
法
定
刑
が
、

他
の
人
格
侵
害
犯
罪
よ
り
も
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
根
拠
も
身
体
的
内
密
領
域
の
侵
害
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な

五



占，、
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る。2 

わ
い
せ
つ
行
為
性

(
こ
右
の
よ
う
な
本
罪
の
保
護
法
益
の
理
解
を
踏
ま
え
る
と
、
本
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
で
あ
る
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
と
は
、
そ
の

よ
う
な
法
益
侵
害
を
惹
起
し
う
る
行
為
、
す
な
わ
ち
、
「
身
体
的
内
密
領
域
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
性
的
行
為
(
性
的
意
味
を
有
す
る
行

(
出
)

為
)
」
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
は
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
性
に
関

す
る
曲
川
良
旦
性
は
個
人
差
が
大
き
く
、
被
害
者
を
基
準
と
し
た
場
合
、
判
断
が
不
安
定
に
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
判
断
は
行
為

が
行
わ
れ
た
具
体
的
状
況
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
客
観
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え

(

問

)

{

仰

)

ら
れ
る
。
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
問
題
と
な
っ
た
、
昭
和
四
五
年
判
決
以
降
の
裁
判
例
は
、
伝
統
的
な
わ
い
せ
つ
概
念
を
基
礎
に
、
わ
い

せ
つ
行
為
を
「
一
般
人
の
性
的
差
恥
心
を
害
し
、
普
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
も
の
」
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
本
稿
の
立

場
か
ら
は
、
「
性
的
差
恥
心
を
害
し
う
る
性
質
L

は
性
的
意
味
の
有
無
の
判
断
資
料
と
、
ま
た
、
「
善
良
な
性
的
道
義
観
念
と
の
抵
触

(
鴎
)

性
」
は
、
性
的
意
味
が
認
め
ら
れ
た
行
為
が
、
本
罪
が
予
定
す
る
程
度
の
重
大
な
も
の
と
い
え
る
か
否
か
の
判
断
資
料
と
し
て
位
置
付

け
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(
ニ
)
こ
の
よ
う
に
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
は
、
行
為
が
行
わ
れ
た
具
体
的
状
況
等
の
諸
般
の
事
情
を
判
断
資
料
と
し
て
行
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
判
断
資
料
の
中
に
性
的
意
図
等
の
主
観
的
事
情
を
合
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
既
述
の
よ
う
に
、
必
要
説
の
中
に
は
、

性
的
意
図
を
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
必
要
条
件
と
す
る
も
の
が
存
在
し
、
ま
た
、
平
成
二
九
年
判
決
は
「
行
為
そ
の
も
の
が
持
つ
性
的
性

質
が
不
明
確
」
な
場
合
に
お
け
る
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
に
お
い
て
、
主
観
的
事
情
を
判
断
要
素
と
し
て
考
慮
す
べ
き
場
合
が
あ
り
う

る
と
し
た
。
し
か
し
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
は
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
こ
と
、
被
害
者
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
法
益
侵
害
性

を
基
礎
付
け
う
る
客
観
的
性
状
を
備
え
て
い
る
行
為
は
広
く
本
罪
の
成
否
判
断
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

(767) 
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わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
は
行
為
の
外
形
面
を
基
礎
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て

も
、
性
的
意
図
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
問
題
に
な
る
「
狭
義
及
び
広
義
の
医
師
の
診
察
事
例
」
、
「
撫
で
廻
し
事
例
」
、
「
小
児
性
愛
事

例
」
等
に
つ
い
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
)
ま
ず
、
狭
義
及
び
広
義
の
医
師
の
診
察
事
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
関
わ
れ
て
い
る
の
は
当
該
行
為
の
医
療
行
為
と
し
て
の
妥
当

(
凹
)

性
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
、
違
法
性
の
有
無
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
医
学
的
見
地
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
の
性
的

意
図
の
有
無
が
そ
の
判
断
を
左
右
す
る
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
広
義
の
医
師
の
診
察
事
例
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い

検
査
等
を
、
性
的
意
図
で
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
罰
性
を
肯
定
す
べ
き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
当
該
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
医
学
的

(
川
)

に
不
当
と
ま
で
は
い
え
な
い
以
上
、
違
法
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
違
法
で
な
い
医
師
の
行
為
を
「
わ
い
せ
つ

行
為
」
と
評
価
す
る
こ
と
は
法
感
覚
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
該
検
査
等
が
行
わ
れ
た
客
観
的
諸
事
情
に
照

ら
す
と
「
性
的
行
為
(
性
的
意
味
を
有
す
る
行
為
ご
と
は
い
え
ず
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

(
山
)

と
思
わ
れ
る
。

(2)
次
に
、
撫
で
廻
し
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
事
案
の
核
心
は
、
行
為
の
有
す
る
性
的
意
味
が
微
弱
で
、
「
本
罪
が
予
定
す
る
程
度
の

も
の
(
法
定
刑
の
重
さ
に
見
合
っ
た
も
の
ご
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
行
為
の
状
況
や
態
様
と

い
っ
た
客
観
的
事
情
を
基
礎
に
、
当
該
行
為
が
本
罪
の
予
定
す
る
程
度
の
わ
い
せ
つ
性
を
備
え
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
十
分
に

(
山
)

可
能
で
あ
る
。
客
観
的
に
は
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
性
的
意
図
の
存
在
を
根
拠
に
そ
れ
を
認
め
る
こ

と
は
、
内
心
を
決
定
的
な
根
拠
に
構
成
要
件
該
当
性
を
肯
定
す
る
も
の
で
、
行
為
主
義
の
観
点
か
ら
は
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

(
3
)
以
上
の
事
例
に
対
し
、
小
児
性
愛
事
例
に
つ
い
て
、
性
的
意
図
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
判
断
で
き
る
か
は

(766) 
82-6-134 

な
い
で
あ
ろ
う
。
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問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
成
人
男
性
が
乳
幼
児
と
共
に
入
浴
し
、
そ
の
性
器
等
を
洗
う
」
と
い
う
同
一
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
小
児

性
愛
者
が
性
的
意
図
を
も
っ
て
行
っ
た
場
合
に
は
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
肯
定
し
、
小
児
性
愛
者
で
は
な
い
父
親
が
性
的
意
図
を
持
た
ず

に
行
っ
た
場
合
に
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
外
形
的
・
客
観
的
に
は
同
一
の
行
為
で
あ
る
以
上
、
こ
の
結
論
は
行
為

者
の
性
的
意
図
の
有
無
に
よ
っ
て
し
か
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
も
息
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
主
体
と
客
体
と
の
関
係

(
父
親
か
、
第
三
者
か
)
、
行
為
が
行
わ
れ
た
状
況
(
第
三
者
が
行
う
場
合
に
は
、
両
親
等
か
ら
の
依
頼
の
有
無
等
)
・
態
様
(
通
常
の
洗
い
方
で
あ

る
の
か
、
特
定
の
部
位
等
に
拘
っ
た
特
殊
な
も
の
か
)
等
の
外
形
的
・
客
観
的
事
実
を
基
礎
に
、
性
的
意
味
を
有
す
る
行
為
か
否
か
を
社
会

(
山
)

通
念
(
性
的
道
義
観
念
)
に
照
ら
し
て
評
価
す
れ
ば
、
右
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
。
な
お
、
乳
幼
児
と
入
浴
し
、

身
体
を
洗
う
こ
と
は
「
『
一
般
人
の
』
性
欲
を
興
奮
・
刺
激
さ
せ
る
性
質
」
や
「
コ
般
人
の
』
性
的
差
恥
心
を
害
し
う
る
性
質
」
を
持

かた
とな
のい
疑た
閉め
も
あ社
ろ会
う(通
が!.!1念

小照
児ら
性し
愛た
者場
が合
存
在当
す該
る行
こ為
とに
、性
ま的
た意
、味

乳(
幼わ'闘し、
主主
性 44
的拡
対 f長
11"< -
とを
し認
てめ
扱る
っこ
ベと
きは
でで
はき
なな
し、し、
この
とで
はは
干土 な
会い

に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
外
形
的
・
客
観
的
事
実
か
ら
、
問
題
の
行
為
が
「
『
小
児
性
愛
者
一
般
の
』
性
欲

を
興
奮
・
刺
激
さ
せ
る
性
質
」
を
備
え
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
性
的
意
味
(
わ
い
せ
つ
行
為
性
)
を
肯

(
悶
)

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

性
的
意
図
の
要
否

本
罪
の
保
護
法
益
を
「
身
体
的
内
密
領
域
の
不
可
侵
性
」
と
解
し
、
ま
た
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
は
外
形
的
・
客
観
的
事
実
を
基
礎
に

社
会
通
念
に
照
ら
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
行
為
者
が
故
意
を
も
っ
て
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
い
、
暴
行
・
脅
迫
等
の
本

罪
の
他
の
要
件
も
充
足
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
本
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

考
え
る
場
合
、
陰
茎
切
断
事
例
に
つ
い
て
も
本
罪
の
成
立
を
認
め
さ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
陰
茎
切
断
事
例
に
お
け
る
「
ズ
ボ
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ン
を
脱
が
す
行
為
」
や
「
陰
茎
を
握
る
行
為
」
(
特
に
、
後
者
}
は
「
身
体
的
内
密
領
域
に
踏
み
込
ま
れ
る
経
験
の
強
制
」
に
ほ
か
な
ら

ず
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
本
罪
の
本
質
を
身
体
的
内
密
領
域
の
侵
害
と
い
う
被
害
者
側
の
視
点
か
ら
の
み
捉
え
よ
う
と
す

(出〉

る
た
め
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
性
的
行
為
と
は
「
身
体
的
内
密
領
域
を
相
互
に
開
放
し
、
経
験
し
合
う
人
的
営
み
し
で
あ
り
、
本

罪
の
核
心
は
「
性
的
行
為
の
強
制
」
、

つ
ま
り
、
「
身
体
的
内
密
領
域
の
『
相
互
経
験
』
の
強
制
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
相
互
経
験
L

と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
性
的
行
為
の
強
制
が
あ
っ
た
と
認
め
る
た
め
に
は
、
行
為
者
と
被
害
者
が

わ
い
せ
つ
行
為
と
評
価
さ
れ
う
る
客
観
的
性
質
を
備
え
た
行
為
を
相
互
に
同
時
的
に
経
験
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
時
点
に
お
い

て
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
当
該
行
為
を
主
観
的
に
性
的
行
為
、
す
な
わ
ち
、
身
体
的
内
密
領
域
に
踏
み
込
み
・
踏
み
込
ま
れ
る
行
為
と
意
味

(
山
}

付
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
人
は
「
自
己
の
意
思
に
反
し
て
身
体
的
内
密
領
域
に
踏
み
込
ま
れ
な
い
権
利
(
意
思
に
反
し
て
性
的

行
為
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
権
利
)
」
を
有
し
、
「
人
の
意
思
に
反
し
て
身
体
的
内
密
領
域
に
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
な
い
(
意
思
に
反
し

て
性
的
行
為
の
対
象
と
し
て
扱
つ
て
は
な
ら
な
い
)
義
務
」
を
負
う
が
、
前
者
の
侵
害
は
本
罪
の
法
益
侵
害
性
を
、
後
者
の
侵
害
は
本
罪
の

規
範
違
反
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
、
双
方
は
そ
れ
ぞ
れ
本
罪
の
違
法
性
の
核
心
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
身
体
的
内
密
領
域
に
踏
み
込
む
(
性
的
行
為
の
対
象
と
し
て
扱
う
)
と
い
う
の
は
、
「
人
を
外
形
的
に
性
的
意
味
の
あ
る
行
為
の

対
象
と
す
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
わ
い
せ
つ
な
行
為
L

と
認
め
る
た
め
の
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
ま
た
、
身
体
的
内
密
領
域

に
踏
み
込
む
(
性
的
行
為
の
対
象
と
し
て
扱
う
)
行
為
と
認
め
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
。
そ
れ
を
十
分
条

何
と
す
る
場
合
、
陰
茎
切
断
事
例
に
お
け
る
「
陰
茎
を
握
る
行
為
」
も
、
性
的
意
図
に
基
づ
く
「
除
茎
を
握
る
行
為
」
も
等
し
く
本
罪

の
捕
捉
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
人
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
性
的
衝
動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
う
」
こ
と

(
国
)

(
に
よ
り
、
そ
の
人
格
〔
の
部
厳
〕
を
侵
害
す
る
こ
と
)
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
本
罪
の
規
範
違
反
性
の
実
質
だ

(764) 

82-6ー132

jし



。
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と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
人
は
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
意
思
に
反
し
て
性
的
衝
動
や
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
権

利
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
反
映
と
し
て
、
本
罪
は
「
自
ら
の
性
的
衝
動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
う
」
こ
と
だ
け
で

〈
国
)

な
く
、
「
第
三
者
の
性
的
衝
動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
う
」
こ
と
を
も
禁
止
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
本
罪
の
本
質
は
「
人
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
自
己
又
は
第
三
者
の
性
的
衝
動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱

う
こ
と
の
禁
止
」
に
あ
り
、
本
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
身
体
的
内
密
領
域
の
不
可
侵
性
の
実
質
は
「
意
思
に
反
し
て
、
他
者
の
性
的
術

動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
こ
と
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
外
形
的
客
観
的
事
実
を
基
礎
に
判

断
さ
れ
る
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
故
意
と
は
別
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
意
図
を
本
罪
の
独
立
の
主
観
的
要

(m) 

件
と
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、
人
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
自
己
又
は
第
三
者
の
性
的
衝
動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱

(
問
)

う
意
図
を
性
的
意
図
と
解
し
、
そ
れ
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
陰
茎
切
断
事
例
に
お
い
て
、
傷
害
罪

に
止
め
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
外
形
的
・
客
観
的
に
は
性
的
意
味
の
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
て
お
り
、
身
体
的
内
密
領
域
の
侵
害
(
被
害

者
か
ら
み
て
、
性
的
衝
動
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
い
え
る
事
態
の
惹
起
)
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
行
為
者
は
専
ら
復
讐
の

た
め
に
行
為
を
し
て
お
り
、
自
己
又
は
第
三
者
の
性
的
衝
動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
う
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

(
1
)

以
下
、
本
判
決
を
「
平
成
二
九
年
判
決
」
と
表
記
す
る
。
平
成
二
九
年
判
決
に
関
す
る
論
稿
・
評
釈
と
し
て
、
奥
村
徹
「
最
高
裁
大

法
廷
平
成
二
九
年
一
一
月
三
九
日
判
決
の
背
景
」
判
時
三
三
六
六
号
一
一
一
一
一
頁
、
木
村
光
江
『
平
成
三
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
一
五
六

頁
、
小
棚
木
公
貴
「
判
批
」
北
大
法
学
論
集
六
九
巻
三
号
八
八
六
頁
、
小
林
憲
太
郎
「
最
高
裁
平
成
一
一
九
年
一
一
月
二
九
日
大
法
廷
判
決

に
つ
い
て
」
判
時
二
三
六
六
号
二
一
一
八
頁
、
佐
藤
拓
磨
「
最
大
判
平
成
二
九
年
一
一
月
二
九
日
の
意
義
と
今
後
の
課
題
」
判
時
二
三
六
六

号
一
四
三
頁
、
塩
見
淳
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
『
性
的
意
図
E
刑
ジ
ャ
五
六
号
三
=
一
頁
、
高
橋
則
夫
「
判
批
」
論
究
ジ
ユ
リ
ニ

(763) 
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五
号
一
一
一
一
一
頁
、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
法
セ
ミ
七
五
七
号
二
二
ニ
頁
、
前
田
雅
英
司
判
批
」
捜
査
研
究
八
O
四
号
二
頁
、
曲
目
統
「
判

批
」
法
教
四
五
O
号
五
一
頁
、
馬
渡
香
津
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
一
七
号
七
八
頁
、
村
井
敏
邦
「
判
批
L

時
の
法
令
一
一

O
四
=
一
号
五
O

頁
、
拙
稿
「
判
批
」
四
四
九
号
一
一
一
九
頁
等
。

(
2
)

以
下
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
併
せ
て
「
本
罪
L

と
表
記
す
る
。

(
3
)

以
下
で
は
、
行
為
が
本
罪
の
予
定
す
る
「
わ
い
せ
つ
な
行
為
」
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
寸
わ
い
せ
つ
行
為
性
」
と
、

そ
の
よ
う
な
性
質
を
備
え
て
い
る
か
否
か
の
判
断
を
吋
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
し
と
表
記
す
る
。

(4)

拙
稿
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
関
す
る
一
考
察
(
上
)
」
法
学
八
O
巻
五
号
一
五
頁
以
下
(
以
下
、
「
一
考
察
」
と
略
記
)
。
特
に
、
問

題
に
な
っ
て
い
た
の
は
「
接
吻
の
わ
い
せ
つ
行
為
性
」
で
あ
っ
た
。

(
5
)

拙
稿
「
一
考
察
」
一
一
一
一
一
頁
。

(
6
)

例
え
ば
、
大
分
地
判
平
成
一
一
五
年
六
月
四
日
裁
判
所
H
P
は
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
犯
人
の
性
欲
を
刺
激
興

奮
さ
せ
又
は
満
足
さ
せ
る
と
い
う
性
的
意
図
が
必
要
で
あ
り
、
専
ら
報
復
・
侮
辱
・
虐
待
等
の
目
的
に
出
た
行
為
で
あ
れ
ば
、
強
制
わ
い

せ
つ
罪
に
は
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
性
的
意
図
を
本
罪
の
主
観
的
要
件
と
し
て
い
る
(
と
考
え
ら
れ
る
)
そ
れ
以
外
の
裁
判
例
と

し
て
、
釧
路
地
判
昭
和
五
三
年
一

O
月
六
日
判
タ
三
七
四
号
一
六
一
一
頁
(
判
例
①
)
、
束
京
高
判
昭
和
五
六
年
一
月
三
七
日
刑
月
二
三
巻

一
H
二
号
五
O
頁
(
判
例
②
)
、
東
京
高
判
昭
和
五
九
年
六
月
一
三
日
刑
月
一
六
巻
五
日
六
号
四
一
四
頁
(
判
例
③
)
、
岐
阜
地
判
平
成
九

年
五
月
-
六
日
判
時
二
ハ
七
一
号
一
五
三
頁
(
判
例
④
)
、
神
戸
地
判
平
成
一
六
年
=
一
月
一
六
日
裁
判
所
H
P
(判
例
⑤
)
、
広
島
地
判
平

成
一
八
年
七
月
四
日
刑
集
六
三
巻
入
号
九
六
三
頁
(
判
例
⑥
)
、
山
形
地
判
平
成
一
一
四
年
一
月
二
五
日
戸
開
同
¥
ロ
回
以
お
お
匡
(
判
例
⑦
)

及
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
仙
台
高
判
平
成
二
四
年
七
月
一
九
日
F
間
同
¥
己
目
白
山
由
自
民
(
判
例
③
)
、
名
古
屋
地
判
平
成
二
五
年
九
月
九
日

F
国
同
¥
ロ
国
民
間
O
N
H
8
(判
例
⑨
)
、
甲
府
地
判
平
成
三
六
年
五
月
二
七
日
戸
回
以
内
¥
ロ
回
目
g
8
g
(
判
例
⑮
)
、
津
地
判
平
成
二
六
年
六
月

一
一
日
戸
開
阿
¥
巴
国
民
印

D
Sお
(
判
例
⑪
)
、
佐
賀
地
判
平
成
三
六
年
一

O
月
一
六
日
戸
間
同
¥
ロ
回
日
明
日
ロ
印
MM
日
(
判
例
⑫
)
、
横
浜
地
判
平
成

二
七
年
-
一
月
一
=
一
日
F
F
H
¥ロ回
F
ミ
8
8
N
H
(
判
例
⑬
)
、
東
京
高
判
平
成
二
八
年
二
月
一
九
日
判
タ
一
四
三
一
一
号
一
三
四
頁
(
判
例

⑬
)
、
盛
岡
地
判
平
成
二
八
年
三
月
八
日
戸
開
阿
¥
口
出
回
目
足
以
窃
(
判
例
⑮
)
、
大
阪
地
堺
支
判
平
成
三
九
年
五
月
三
五
日
F
回
同
¥
ロ
回

目
忠
町
田
区
(
判
例
⑬
)
等
(
以
下
、
こ
れ
ら
は
「
判
例
・
」
と
し
て
引
用
す
る
)
。
大
阪
高
判
平
成
一
一
一
一
年
三
月
二
六
日
高
刑
速
報
(
平

成
二
一
一
年
)
一
一
一
ニ
頁
、
那
覇
地
平
良
文
判
平
成
二
三
年
三
月
一
四
日
F
間
同
¥
口
出
M
E
8
8
H
、
福
岡
高
判
平
成
一
一
九
年
九
月
二
二
日
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強制わいせつ罪に関する一考察(下・完)

F
F
H
¥
巴回
F
ミ
N
N富
山
仏
も
参
照
。

(
7
)

以
下
で
は
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
成
立
要
件
と
す
る
見
解
を
「
必
嬰
説
」
と
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
た
め
の
不
可
欠

の
要
件
で
は
な
い
と
す
る
見
解
を
「
不
要
説
」
と
表
記
す
る
。
必
要
説
は
、
昭
和
四
五
年
判
決
の
よ
う
に
性
的
意
図
を
本
罪
の
独
立
の
主

観
的
要
件
と
す
る
も
の
と
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
」
を
認
め
る
た
め
の
必
要
条
件
と
す
る
も
の
(
換
言
す
れ
ば
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断

に
お
い
て
、
「
常
に
」
性
的
意
図
の
有
無
を
判
断
す
る
も
の
)
に
分
か
れ
、
不
要
説
は
、
性
的
意
図
を
本
罪
の
成
否
判
断
に
お
い
て
考
慮

す
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
(
以
下
、
「
純
粋
不
要
説
」
と
す
る
)
と
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
の
一
資
料
」
と
す
る
こ
と
は
認

め
る
も
の
に
分
か
れ
る
(
以
下
、
「
修
正
不
要
説
」
と
す
る
)
。
修
正
不
要
説
は
、
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
く
と
も
、
本
罪
の
成
立
を
肯

定
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
必
要
説
と
異
な
る
。

(
8
)

捜
査
実
務
も
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
浅
沼
雄
介
「
判
批
」
捜
査
研
究
七
五
九
号
入
頁
、
田
中
健
太
郎
「
判
批
」
研
修
七
九
七

号
二
七
頁
参
照
。

(
9
)

特
に
、
判
例
②
、
判
例
③
、
判
例
⑤
、
判
例
⑥
、
判
例
⑪
、
判
例
⑫
、
判
例
⑬
、
判
例
⑮
参
照
。

(
叩
)
な
お
、
暴
行
・
脅
迫
時
点
に
お
け
る
本
罪
の
若
手
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
、
行
為
者
の
わ
い
せ
つ
目
的
の
有
無
を
問
題
に
し
て

い
る
裁
判
例
も
多
い
。
平
成
二

O
年
以
降
の
も
の
で
は
、
長
崎
地
判
平
成
一
一
一
年
一
-
月
二

O
日
F
間
同
¥
巴
回
目
当

g
呂
、
新
潟
地
判
平

成
二
二
年
一

O
月
四
目
下
回
同
¥
巴
回
N
g
E
N可
、
大
分
地
判
平
成
一
一
四
年
三
月
一
四
日
ロ
ロ
内
¥
ロ
回
目
お

S
N∞
、
金
沢
地
判
平
成
二
四
年
九

月
五
日
戸
開
同
¥
ロ
回
目
忠
由
民
呂
、
名
古
屋
地
判
平
成
三
四
年

-
O月
一
五
日
戸
同
一
円
¥
ロ
回
以
お
佳
品
白
、
大
阪
地
判
平
成
三
六
年
一

O
月一一一一一

日
F
思
円
¥
巴
回
N
明日仏
H
U
∞
山
(
控
訴
審
で
あ
る
大
阪
高
判
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
戸
開
同
¥
ロ
国
自
信
民
∞
色
、
函
館
地
判
平
成
二
七
年
五
月

一
八
日
裁
判
所
H
F等
。
こ
れ
ら
も
、
本
罪
の
成
否
が
行
為
者
の
主
観
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え

る
が
、
そ
の
実
質
は
故
意
の
問
題
で
あ
る
の
で
(
前
掲
大
分
地
判
平
成
二
四
年
三
月
一
四
日
は
こ
の
こ
と
を
自
覚
的
に
検
討
し
て
い
る
)
、

本
稿
の
対
象
と
は
し
な
い
。

(
日
)
判
例
⑩
は
「
姦
淫
行
為
又
は
わ
い
せ
つ
行
為
に
客
観
的
に
該
当
す
る
行
為
は
、
そ
の
性
質
上
、
専
ら
わ
い
せ
つ
目
的
で
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
専
ら
他
の
目
的
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
判
例
⑫
、
判
例
⑬
、
判
例
⑮
も
参

照
。
さ
ら
に
、
馬
渡
・
前
掲
八
一
頁
も
参
照
。

(
ロ
)
判
例
⑤
(
「
(
性
的
意
図
は
)
意
趣
返
し
の
目
的
と
十
分
に
両
立
し
う
る
」
)
、
前
掲
大
分
地
判
平
成
二
五
年
六
月
四
日
(
「
復
繕
心
と
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こ
の
よ
う
な
性
的
意
図
は
併
存
し
得
る
」
)
参
照
。
判
例
⑪
も
参
照
。
伊
藤
亮
吉
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」
山
口
厚

ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
E
各
論
(
第
七
版
)
』
(
二

O
一
四
年
)
三
一
頁
も
参
照
。

(
日
)
こ
の
種
の
事
案
で
性
的
意
図
を
認
め
た
裁
判
例
と
し
て
、
判
例
⑨
(
部
活
動
の
顧
問
に
よ
る
テ
l
ピ
ン
グ
の
際
の
行
為
)
、
判
例
⑩

(
ス
ポ
ー
ツ
の
コ

1
チ
に
よ
る
痩
身
の
た
め
と
称
し
た
行
為
)
、
判
例
⑬
(
占
い
師
に
よ
る
除
霊
名
目
で
の
行
為
)
。

(U)

こ
れ
は
、
横
領
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
と
「
本
人
の
た
め
に
す
る
意
思
L

の
m
阿
保
や
背
任
罪
に
お
け
る
図
利
加
害
目
的
と

「
本
人
図
利
目
的
」
の
関
係
と
類
似
し
た
問
題
と
い
え
る
。

(
日
)
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
被
害
者
が
二
二
歳
未
満
の
場
合
を
除
く
と
、
通
常
は
準
強
制

わ
い
せ
つ
罪
の
成
否
が
問
題
に
な
る
。

(M)

不
安
説
の
立
場
か
ら
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
抗
拒
不
能
該
当
性
又
は
被
害
者
の
承
諾
の
有
無
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
げ
)
た
だ
し
、
本
判
決
は
、
事
実
誤
認
を
理
由
に
東
京
高
判
平
成
一
一
三
年
一
月
一
三
日

F
E
¥巴
回

F
S
S
E
-自
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
て
い

る。
(
国
)
前
掲
静
岡
地
浜
松
支
判
平
成
二
二
年
五
月
一
一
四
日
が
、
本
罪
が
傾
向
犯
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ

る。
(
悶
)
こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
「
一
考
察
」
一
三
頁
以
下
参
照
。

(
初
)
以
下
で
は
、
医
療
行
為
と
し
て
明
ら
か
に
正
当
な
場
合
を
「
狭
義
の
医
師
の
診
察
事
例
」
と
、
正
当
な
医
療
行
為
の
過
程
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
必
要
不
可
欠
と
ま
で
は
い
え
ず
、
他
方
で
、
実
施
す
る
こ
と
が
不
当
と
も
い
い
撒
い
場
合
を
「
広
義
の
医
師
の

診
察
事
例
」
と
表
記
す
る
(
後
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
一
一
節
二

2

2
己

(
2
)
参
照
)
。

(
幻
)
槌
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
E
各
論
』
(
一
九
七
五
年
)
一
一
一
一
一
良
。

(
幻
)
大
塚
仁
川
福
田
平
『
新
版
刑
法
の
基
礎
知
識

(
l
)
』
(
一
九
八
三
年
)
一
一
四
頁
以
下
(
福
田
)
。

(
お
)
大
野
平
吉
「
強
制
狼
裂
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」
平
野
龍
}
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
E
各
論
(
第
三
版
)
』
(
一
九
九
三
年
)
一
一
一

二
頁
、
岡
野
光
雄
『
刑
法
要
説
各
論
(
第
五
版
)
』
(
二

O
O九
年
)
六
七
頁
、
小
田
直
樹
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」

『
刑
法
判
例
百
選
E
各
論
(
第
五
版
)
』
(
ニ

O
O
三
年
)
一
一
八
頁
、
西
原
春
夫
『
犯
罪
各
論
(
訂
補
準
備
版
)
』
(
一
九
九
一
年
)
一
九
O
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四

強制わいせつ罪に関する一考察(下・完)

頁
(
以
下
、
『
各
論
』
と
略
記
)
等
。
高
橋
則
夫
『
刑
法
各
論
(
第
三
版
)
』
(
二

O
一
八
年
)
一
一
ニ
四
頁
以
下
は
、
平
成
二
九
年
判
決
を

契
機
に
、
本
罪
を
傾
向
犯
と
す
る
従
来
の
見
解
を
改
め
、
性
的
意
図
を
わ
い
せ
つ
行
為
性
(
実
行
行
為
性
)
の
判
断
に
お
け
る
不
可
欠
の

要
件
と
し
た
。
な
お
、
佐
伯
仁
志
「
強
制
狼
袈
罪
に
お
け
る
狼
製
概
念
」
判
タ
七
O
八
号
六
六
頁
注
一
四
(
以
下
、
「
概
念
」
と
略
記
)

は
、
日
本
の
学
説
・
下
級
審
判
決
は
|
|
「
明
確
で
は
な
い
が
」
と
留
保
し
つ
つ
|
|
、
性
的
意
図
を
わ
い
せ
つ
概
念
の
嬰
素
と
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
る
。

(μ)
阿
部
純
二
『
刑
法
総
論
』
(
一
九
九
七
年
)
九
四
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
各
論
(
第
三
版
増
補
版
ど
(
二

O
O五
年
)
一

O
O頁

(
以
下
、
『
概
説
』
と
略
記
)
、
野
村
稔
『
刑
法
総
論
補
訂
版
』
(
一
九
九
八
年
)
一

O
五
頁
以
下
、
目
前
義
博
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け

る
主
観
的
要
件
L

植
松
正
ほ
か
著
『
現
代
刑
法
論
争
E
(第
二
版
)
』
ご
九
九
七
年
)
六
七
頁
以
下
、
稲
田
平
『
全
訂
刑
法
各
論
(
第
三

版
増
補
)
』
(
二

O
O
二
年
)
一
八
三
頁
等
。

(
即
日
)
福
田
平
H
大
塚
仁
『
対
談
刑
法
総
論
(
上
)
』
(
一
九
八
六
年
)
三
一
三
七
頁
以
下
。

(
お
)
西
原
春
夫
「
強
制
狼
裂
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」
平
野
龍
一
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
E
各
論
(
第
二
版
)
』
(
一
九
八
四
年
)
一
一
一

七
頁
(
以
下
、
『
百
選
』
と
略
記
)
は
「
強
制
狼
毅
罪
に
狼
裂
の
目
的
あ
る
い
は
内
心
傾
向
と
い
う
主
観
的
要
素
の
存
在
が
必
要
で
あ
る

か
ど
う
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
強
制
狼
裂
罪
は
目
的
犯
な
い
し
傾
向
犯
で
あ
る
か
ど
う
か
の
苧
い
に
は
、
違
法
本
質
論
を
め
ぐ
る
深
刻
な

論
中
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
。

(
幻
)
大
塚
『
概
説
』
九
七
頁
。
同
一

O
O頁
注
八
で
は
「
わ
い
せ
つ
な
動
機
に
よ
る
性
的
自
由
の
侵
害
が
犯
罪
と
さ
れ
る
」
と
明
言
し
て

い
る
。

(
お
)
日
高
・
前
掲
書
七
O
頁
以
下
。

(
却
)
佐
伯
「
概
念
」
六
六
頁
、
橋
爪
隆
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」
松
尾
治
也
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
E
各
論
(
第

四
版
)
』
(
一
九
九
七
年
)
二
一
一
頁
、
丹
羽
正
夫
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」
西
田
典
之
ほ
か
編
『
刑
法
判
例
百
選
E
各

論
(
第
六
版
)
』
(
二

O
O八
年
)
三
三
頁
等
参
照
。

(
鈎
)
西
原
『
百
選
』
二
一
七
頁
。

(
む
)
こ
の
点
に
つ
き
、
第
三
章
第
二
節
二
l

(
二
)
参
照
。

(
犯
)
な
お
、
西
原
町
各
論
』
一
九
O
頁
で
は
、
本
罪
の
わ
い
せ
つ
行
為
と
認
め
る
た
め
に
は
、
「
主
観
的
に
は
性
欲
を
刺
戟
・
興
奮
さ
せ
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る
と
い
う
動
機
で
、
客
観
的
に
は
性
欲
を
刺
戟
・
興
奮
さ
せ
、
-
般
人
の
正
常
な
性
的
基
恥
心
を
害
し
、
普
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す

る
程
度
の
行
為
の
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
、
「
同
じ
行
為
で
も
医
療
の
目
的
そ
の
他
正
当
な
目
的
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

刑
法
=
一
五
条
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
狼
裂
行
為
と
は
き
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
動
機
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て

は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

(
お
)
図
回
寿
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
〈
性
的
意
図
V
に
つ
い
て
」
井
田
良
ほ
か
編
『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
(
下
巻
)
』

(ニ

O
一
七
年
)
一
一
七
頁
以
下
(
特
に
、
一
一
一
一
一
頁
以
下
)
。

(
鈍
)
こ
こ
で
「
違
法
行
為
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
客
観
的
に
中
立
な
行
為
が
行
為
者
に
主
観
的
な
性
的
意
図
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

わ
い
せ
つ
と
色
付
け
さ
れ
る
」
こ
と
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
(
図
回
・
前
掲
一
二
二
頁
)
。

(
お
)
例
と
し
て
、

S
M行
為
、
幅
吐
さ
せ
る
行
為
、
射
精
し
て
精
液
を
付
着
さ
せ
る
行
為
、
低
年
齢
児
を
対
象
に
し
た
行
為
等
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
(
園
田
・
前
掲
一
二
四
頁
以
下
)
。

(
お
)
本
稿
で
は
、
岡
田
教
授
が
本
罪
を
目
的
犯
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
断
絶
さ
れ
た
結
呆
犯
」
と
解
さ
れ

る
場
合
に
つ
き
、
目
的
(
性
的
意
図
)
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
故
意
と
重
な
る
た
め
に
、
要
求
す
る
こ
と
に
実
質
的
な

意
味
は
な
い
(
故
意
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
当
然
に
、
目
的
も
認
め
ら
れ
る
)
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
、
必
要
説
と
し
て
整
理
し

た
。
仮
に
、
こ
の
場
合
は
目
的
を
要
求
し
な
い
と
す
る
趣
旨
な
ら
ば
、
修
正
不
要
説
と
整
理
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
き
、
小
林
前
掲
一
四
O
頁
以
下
。

(
お
)
な
お
、
理
論
的
に
は
、
性
的
意
図
を
非
難
可
能
性
や
予
防
の
必
要
性
の
高
さ
を
基
礎
付
け
る
「
責
任
要
素
」
と
解
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
(
松
原
芳
博
『
刑
法
各
論
』
〔
ニ

O
一
六
年
〕
八
八
頁
)
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
論
者
は
い
な
い
。
な
お
、
小
林
・

前
掲
一
四
一
頁
以
下
も
参
照
。

(
鈎
)
拙
稿
「
一
老
察
」
二
二
頁
参
照
。

(
必
)
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
川
端
博
『
刑
法
各
論
講
義
(
第
二
版
)
』
(
二

O
一
O
頁
)
一
九
一
頁
、
平
川
宗
信
『
刑
法
各

論
』
(
一
九
九
五
年
)
二

O
O頁
等
。
堀
内
捷
三
『
刑
法
各
論
』
(
二

O
O一
ニ
年
)
六
八
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
(
第
二
版
)
』
(
二

O
一

O
年
)
一

O
八
頁
も
参
照
。

(
但
)
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
各
論
』
(
二

O
二
ハ
年
)

二
三
頁
、
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
(
第
三
版
)
』
(
一
九
九
六
年
)

一六
O
頁、
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大
谷
質
『
刑
法
講
義
各
論
(
新
版
第
四
版
補
訂
版
)
』
(
一
一

O
一
五
年
)
一
一
四
頁
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
各
論
(
第
三
版
)
』
(
一
九
九

六
年
)
一
ニ
一
二
頁
(
た
だ
し
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
風
俗
に
対
す
る
罪
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
)
、
川
端
・
前
掲
書
一
九
一
頁
、
佐
伯

「
概
念
」
六
六
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
(
第
二
版
)
』
(
二

O
一
一
一
年
)
一
-
五
頁
、
曽
根
威
彦
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
主
観

的
要
件
」
植
松
正
ほ
か
著
『
現
代
刑
法
論
争
E
(第
二
版
)
』
(
一
九
九
七
年
)
七
人
頁
、
西
国
典
之
(
橋
爪
隆
補
訂
)
『
刑
法
各
論
(
第

七
版
)
』
(
二

O
一
八
年
)
一

O
O頁
、
橋
本
正
博
『
刑
法
各
論
』
(
一
一

O
一
七
年
)
一
一
九
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
各
論
(
第
二
版
)
』
(
二

0
0七
年
)
九
O
頁
、
平
川
前
掲
書
二

O
O頁
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
I
』
(
一
九
七
二
年
)
一
一
一
七
頁
(
同
『
刑
法
概
説
』
〔
一
九

七
七
年
〕
一
八
O
頁
も
て
堀
内
前
掲
替
六
人
頁
、
曲
目
前
掲
五
五
頁
、
松
原
・
前
掲
書
八
七
頁
、
山
口
・
前
掲
書
一

O
八
頁
、
山

中
敬
一
『
刑
法
各
論
(
第
一
一
一
版
)
』
(
二

O
一
五
年
)
一
六
六
頁
等
。
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
(
第
四
版
)
』
(
二

O
一
五
年
)
六
六
頁
も
参

照
。
実
務
家
の
論
稿
で
も
同
様
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。
浅
沼
・
前
掲
九
頁
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
メ
九
巻
(
第
三
版
)
』
(
二

O
一二一

年
)
六
九
頁
(
亀
山
継
夫
u
河
村
博
)
。

(
位
)
曲
田
前
掲
五
四
頁
参
照
。
内
田
・
前
掲
書
一
六
O
頁
は
「
狼
裂
な
傾
向
・
性
向
を
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
要
請
す
る
必
要

が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
が
、
行
為
者
の
『
性
欲
抑
制
義
務
違
反
』
で
は
な
し
に
、
被
害
者
の
『
性
的
自
由
侵
害
』
が
処
罰
根
拠

を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
こ
と
さ
ら
に
行
為
者
の
主
観
的
傾
向
性
を
と
り
あ
げ
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
。

(
必
)
前
掲
注
(
H
U
)

に
挙
げ
た
文
献
を
参
照
。
な
お
、
不
安
説
と
し
て
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
(
第
三
版
)
』
(
一
九
八
五
年
)
四

九
一
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
同
『
刑
法
綱
要
総
論
(
第
三
版
)
』
(
一
九
九
O
年
)
一
コ
一
三
頁
注
一
一
三
で
は
「
傾
向
犯
の
例
と

し
て
は
、
強
制
狼
袈
罪
が
挙
げ
ら
れ
る
。
純
粋
に
客
観
的
に
は
同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
、
医
療
目
的
で
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
狼
裂
性
を

も
た
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
叫
)
曽
根
・
前
掲
書
七
八
頁
。
同
旨
、
伊
藤
(
亮
)
・
前
掲
三
一
真
(
た
だ
し
、
必
要
説
の
主
張
に
一
定
の
理
解
を
示
す
)
、
佐
伯
「
概

念
」
六
六
頁
、
丹
羽
・
前
掲
一
三
一
頁
、
橋
爪
・
前
掲
三
一
頁
、
町
野
朔
『
犯
罪
各
論
の
現
在
』
(
一
九
九
六
年
)
ご
八
O
頁
等
。

(
必
)
ま
た
、
違
法
性
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
医
師
の
適
法
な
診
療
行
為
を
わ
い
せ
つ
行
為
と
評
価
す
る
こ
と
自
体

が
法
感
覚
に
反
す
る
と
の
意
見
も
あ
ろ
う
。

(
勾
)
松
原
・
前
掲
書
八
七
頁
。

(
円
引
)
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
、
性
的
意
図
の
存
在
を
根
拠
に
そ
れ
や
肯
定
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
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し
て
、
佐
伯
「
概
念
」
六
六
頁
、
丹
羽
・
前
掲
一
二
一
ニ
頁
、
橋
爪
・
前
掲
三
一
買
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
議
義
(
第
五
版
)
』
(
二

O
一八

年
)
一
一
九
頁
、
町
野
・
前
掲
書
三
八
三
頁
以
下
等
。

(
必
)
佐
伯
「
概
念
」
六
六
頁
。

(ω)
松
宮
・
前
掲
書
一
一
九
頁
以
下
。
な
お
、
小
林
・
前
掲
一
四
O
頁。

(
印
)
本
判
決
の
評
釈
で
あ
る
大
谷
貫
「
判
批
」
法
セ
ミ
四
O
七
号
一

O
八
頁
は
、
本
判
決
を
「
否
定
説
と
著
し
く
接
近
し
た
判
例
」
と
す

る。
(
日
)
同
判
決
に
関
す
る
判
タ
六
七
O
号
二
五
五
頁
の
匿
名
解
説
参
照
。

(
臼
)
た
だ
し
、
本
判
決
(
及
ぴ
原
判
決
)
は
被
告
人
に
性
的
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
浅
沼
前
掲
八
頁
、
田

中
・
前
掲
二
三
頁
参
照
。

(
臼
)
さ
ら
に
、
田
中
・
前
掲
ご
人
頁
で
は
、
大
阪
高
判
平
成
二
五
年
五
月
八
日
公
刊
物
未
登
械
が
、
性
的
意
図
不
安
説
を
前
提
と
し
た
裁

判
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
弘
)
必
要
説
も
保
護
法
益
の
内
容
を
十
分
に
は
説
明
し
て
い
な
い
。
保
護
法
益
の
解
明
は
必
要
説
・
不
要
説
に
共
通
の
課
題
で
あ
る
。

(
日
)
特
に
、
辰
井
聡
子
ョ
自
由
に
対
す
る
罪
』
の
保
護
法
益
」
岩
瀬
徹
ほ
か
編
『
町
野
朔
先
生
古
稀
記
念
上
巻
』
(
一
一

O
一
一
凶
年
)
四
一

五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
性
的
自
由
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
な
い
論
者
も
少
な
く
な
い
。
源
内
・
前
掲
書
、
松
宮
・
前
掲
書
等
。

(
日
)
平
野
龍
一
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
」
法
セ
ミ
一
一

O
五
号
七
二
頁
。
吉
川
経
夫
『
刑
法
各
論
』
(
一
九
八
三
年
)
七
七
頁
も
参
照
。

(
貯
)
丹
羽
前
掲
一
三
二
頁
、
橋
爪
前
掲
三
一
頁
。
な
お
、
佐
伯
「
概
念
」
六
五
頁
も
。

(
臼
)
佐
伯
仁
志
「
刑
法
に
お
け
る
自
由
の
保
護
L

官
時
六
七
巻
九
号
一
ニ
O
頁
(
以
下
、
「
自
由
」
と
略
記
)
。

(
印
)
林
・
前
掲
書
八
七
頁
以
下
。

(
印
)
近
年
の
文
献
で
性
的
差
恥
心
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
大
谷
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
頁
、
西
国
・
前
掲
書
九
九
頁
等
。

(
飢
)
川
端
・
前
掲
書
一
九
O
頁
(
た
だ
し
、
性
的
表
恥
心
に
も
配
慮
す
る
)
、
中
森
・
前
掲
昔
六
五
頁
、
橋
爪
・
前
掲
=
二
買
、
林
・
前

掲
書
八
人
頁
、
松
原
・
前
掲
昔
八
五
頁
等
。

(
位
)
佐
久
間
・
前
掲
書
一
一
一
一
頁
、
橋
本
・
前
掲
書
一
二
ハ
頁
、
平
川
・
前
掲
沓
一
九
=
一
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
(
第
六
版
)
』

(二

O
一
五
年
)
九
三
頁
等
。
木
村
光
江
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
『
性
的
意
図
E
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
日
高
義
博
先
生
古
稀
祝
賀
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論
文
集
下
巻
』
(
一
一
O
一
八
年
)
一
一
一

O
頁
も
参
照
。

(
臼
)
佐
伯
「
自
由
」
主
ニ
頁
以
下
は
、
人
格
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
こ
と
が
当
該
犯
罪
の
法
定
刑
の
重
さ
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
井
田
・
前
掲
香
一

O
四
頁
も
参
照
。

(
山
凹
)
井
田
・
前
掲
書
一

O
四
頁
以
下
は
、
本
罪
の
保
護
法
益
を
「
性
的
自
由
・
性
的
自
己
決
定
権
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
は
、
性
犯
罪
に

よ
り
何
が
侵
害
さ
れ
る
か
が
き
ち
ん
と
表
現
さ
れ
ず
、
ま
た
、
勺
個
人
の
人
格
」
や
「
人
間
の
尊
厳
」
、
「
生
き
る
権
利
」
等
の
抽
象
的
な

利
益
と
解
す
る
だ
け
で
は
、
性
犯
罪
に
よ
る
被
害
の
特
性
を
具
体
的
に
把
握
し
て
記
述
す
る
の
に
適
し
て
い
な
い
と
す
る
。
極
め
て
的
確

な
指
摘
と
い
え
よ
う
(
佐
伯
「
自
由
」
一
一
九
頁
以
下
も
参
照
)
。

な
お
、
辰
井
・
前
掲
四
二
四
頁
以
下
は
、
本
罪
(
を
含
む
性
犯
罪
)
の
保
護
法
益
を
「
性
的
尊
厳
・
性
的
人
格
権
」
と
す
る
が
、
「
『
性

的
』
尊
厳
・
『
性
的
』
人
格
権
」
の
実
質
的
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
興
味
深
い
(
そ
の
主
旨
は
本
文
に
挙
げ
た
井
田
教
授
の

見
解
に
近
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
)
。

(
日
)
井
田
・
前
掲
書
一

O
四
頁
以
下
(
な
お
、
井
田
教
授
の
見
解
は
、
強
制
性
交
等
罪
を
も
射
程
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
)
。
井
田
良

「
性
犯
罪
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
っ
て
」
研
修
人
O
六
号
三
頁
以
下
も
参
照
。
さ
ら
に
、
島
岡
ま
な
「
強
制
性
交
等
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅

迫
要
件
に
つ
い
て
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
日
高
義
博
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
』
(
一
一

O
一
八
年
)
一
一
一
五
頁
以
下
も
参
照
。

(
“
)
な
お
、
山
中
敬
一
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
保
護
法
援
に
つ
い
て
」
研
修
八
-
七
号
三
頁
以
下
(
以
下
、
「
法
益
」
と
略
記
)
は
、
本

罪
の
保
説
法
益
を
「
性
的
不
可
侵
性
(
外
部
的
性
的
刺
激
か
ら
人
が
自
由
で
あ
る
こ
と
ご
と
し
、
「
性
的
内
密
領
域
へ
の
侵
害
し
を
そ
の

侵
害
の
典
型
と
す
る
。
本
罪
の
保
護
法
益
を
「
性
的
不
可
侵
性
」
と
す
る
こ
と
に
賛
意
を
示
す
も
の
と
し
て
、
曲
目
・
前
掲
五
四
頁
注
一

四
等
。
ま
た
、
佐
藤
陽
子
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
わ
い
せ
つ
概
念
に
つ
い
て
」
法
時
八
八
巻
一
一
号
六
一
一
頁
も
参
照
。

(
閉
山
)
塩
見
・
前
掲
=
一
六
頁
は
、
本
罪
の
成
否
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
一
七
七
条
の
行
為
と
比
べ
て
広
汎
で
、
外
延
が
明
確
と
は
い

い
難
い
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
の
範
囲
を
適
切
に
困
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
行
為
者
の
主
観
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
が
可
能

か
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
。

(
問
問
)
平
成
二
九
年
判
決
の
第
一
審
判
決
に
関
す
る
拙
稿
「
判
批
い
法
教
四
一
一
一
二
号
一
六
六
頁
参
照
(
井
田
・
前
掲
書
一
一
一
一
頁
注
二
三
も

参
照
)
。

(ω)
同
組
の
事
案
で
あ
る
束
京
高
判
平
成
三
九
年
二
月
一
四
日
F
回
同
¥
ロ
回
自

E
Sロ
で
は
、
傷
害
罪
で
公
訴
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
図
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回
・
前
掲
一
一
二
頁
注
二
一
は
、
児
童
を
裸
に
し
て
『
せ
っ
か
ん
」
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
性
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
性
的
意
図
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
最
初
か
ら
性
犯
罪
と
し
て
立
件
さ
れ
な
い
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
実
務
全
般
に
お
い
て
は
性
的
意
図
の
存
在
が
事
案
を
性
犯
罪
と
し
て
立
件
す
る
た
め
の
十
分
条
刊
と
さ

れ
て
い
る
」
と
す
る
。

(
刊
)
平
成
二
九
年
判
決
は
「
陰
茎
を
触
ら
せ
、
口
に
く
わ
え
さ
せ
る
ヘ
「
陰
部
を
触
る
」
行
為
な
ど
に
つ
い
て
、
「
当
該
行
為
そ
の
も
の

が
持
つ
性
的
性
質
が
明
確
な
行
為
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
除
茎
・
陰
部
を
触
る
行
為
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら

か
な
場
合
に
当
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
つ
口
に
く
わ
え
さ
せ
る
」
行
為
は
、
現
在
で
は
強
制
性
交
等
罪
に
該
当
す
る
)
。

(
礼
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
棚
木
・
前
掲
八
四
九
頁
の
分
析
が
参
考
に
な
る
が
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
行
為
は
、
通
常
、
性
的
意

図
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
強
姦
罪
に
連
な
る
行
為
」
と
は
、
性
的
意
図
な
し
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
行
為

を
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
明
ら
か
で
な
い
行
為
」
と
は
、
性
的
意
図
な
し
に
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
す
べ
て
の
行
為
を
意
味
し
、
実

質
的
に
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
性
的
意
図
を
要
求
す
る
こ
と
(
必
要
説
)
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
高
橋
「
判
批
」
一
一
八
頁

も
参
照
。

(
花
)
佐
藤
(
陽
)
・
前
掲
六
四
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
陰
茎
を
切
断
す
る
行
為
が
、
社
会
通
念
上
、
性
的
意
味
を
持
た
な
い
(
性
的
と
評

価
さ
れ
な
い
)
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
り
え
よ
う
。

(
沼
)
一
般
化
し
て
表
現
す
れ
ば
、
同
一
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
行
為
が
行
わ
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
付
け
に
相
違
が
生
じ
る
(
行
為
の

意
味
は
文
脈
に
依
存
す
る
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
林
・
前
掲
一
四
O
頁
、
佐
藤
(
拓
)
・
前
掲
一
凹
四
頁
以
下
等
参
照
。

(
江
)
塩
見
・
前
掲
三
七
頁
。

(
布
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
複
数
の
類
型
に
跨
る
事
案
も
あ
り
う
る
。
後
者
に
つ
き
、
名
古
屋
地
判

昭
和
四
八
年
九
月
二
八
日
判
時
七
三
六
号
一
一

O
頁
(
判
例
③
)
、
新
潟
地
判
昭
和
六
三
年
八
月
二
六
日
判
時
一
二
九
九
号
一
五
二
頁

(
判
例
⑥
)
等
参
照
。

(
問
)
判
例
③
、
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
四
月
三
O
日
判
時
一

O
二
八
号
一
四
五
頁
(
判
例
@
)
、
東
京
高
判
平
成
二
ニ
年
九
月
-
八
日
東

高
時
(
刑
)
五
三
巻
一

H

一
二
号
五
四
頁
(
判
例
③
)
、
仙
台
高
判
平
成
二
五
年
九
月
一
九
日
高
刑
速
(
平
成
二
五
)
三
五
O
頁
(
判
例

③)。
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四。

強制わいせつ罪に関する一考察(下 完)

(
作
)
す
で
に
、
最
決
昭
和
五
O
年
六
月
一
九
日
裁
判
所
H
P
は
、
性
的
意
図
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
行
為
が
行
わ
れ
た
客
観
的
な
諸
状

況
を
根
拠
に
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
肯
定
し
た
原
判
決
を
正
当
と
し
た
。
昭
和
四
五
年
判
決
以
降
で
接
吻
の
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
問
題
に
な

っ
た
の
は
、
判
例
@
(
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
肯
定
)
く
ら
い
で
あ
る
。

(
沌
)
判
例
@
(
背
中
・
腰
部
・
啓
部
の
撫
で
廻
し
て
判
例
④
(
パ
ン
ツ
の
上
か
ら
瞥
部
・
大
腿
部
を
撫
で
た
行
為
)
、
名
古
屋
高
判
平
成

一
五
年
六
月
二
日
判
時
一
八
三
四
号
一
六
一
頁
(
判
例
①
。
着
衣
の
上
か
ら
幣
部
等
を
撫
で
た
行
為
)
、
判
例
⑤
(
着
衣
の
上
か
ら
待
部

を
撫
で
た
行
為
)
等
参
照
。

(
乃
)
特
に
、
「
一
般
人
の
正
常
な
性
的
差
恥
心
を
害
し
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
L

と
の
わ
い
せ
つ
概
4
T乞
前
提
に
し
た
場
合
、

そ
の
程
度
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
生
じ
る
。

(
的
)
判
例
③
や
判
例
①
に
お
け
る
弁
護
人
の
主
張
を
参
照
。

(
m
M
)

橋
爪
・
前
掲
書
三
一
頁
、
町
野
・
前
掲
書
二
八
四
頁
等
参
照
。
こ
の
場
合
の
わ
い
せ
つ
行
為
性
判
断
は
、
可
罰
的
違
法
性
に
お
け
る

絶
対
的
軽
微
類
型
の
判
断
と
同
様
で
あ
る
。

(
位
)
客
観
面
を
基
礎
に
判
断
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
判
例
①
、
判
例
@
、
性
的
意
図
を
(
も
)
考
慮
し
て
判
断
し
た
も
の
と
し
て
、
判
例

③
、
判
例
@
、
判
例
@
。

(
お
)
京
都
地
判
平
成
一
八
年
一
二
月
一
八
日
裁
判
所
H
P
、
楠
岡
地
判
平
成
一
一

O
年
一
一
月
四
日

FFH¥ロ回
F
g
u凹
D
H
E。

(
倒
)
こ
の
点
で
「
被
害
者
の
利
益
目
的
事
例
」
(
第
三
章
第
一
節
一

2
参
照
)
と
は
異
な
る
。

(
白
山
)
本
件
で
は
、
本
文
に
述
べ
た
も
の
の
他
に
も
、
複
数
の
被
害
者
に
対
す
る
同
線
の
行
為
の
わ
い
せ
つ
行
為
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
詳

細
は
判
決
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
判
決
の
控
訴
審
で
あ
る
福
岡
高
判
平
成
二
一
年
五
月
二
人
目
下
ロ
¥
巴
回
F
g
b
s
g
は
、
福

岡
地
裁
が
わ
い
せ
つ
意
図
を
認
め
な
か
っ
た
判
断
を
是
認
し
た
だ
け
で
な
く
、
岡
地
裁
が
わ
い
せ
つ
意
図
を
認
め
た
事
案
に
つ
い
て
も
そ

れ
を
否
定
し
て
、
無
罪
と
な
る
範
囲
を
拡
大
し
た
。

(
目
別
)
前
掲
京
都
地
判
平
成
一
八
年
一
一
一
月
一
八
日
も
、
会
陰
走
査
が
必
要
と
い
え
る
状
況
で
、
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
会
陰
走
査

の
外
観
を
呈
す
る
措
置
を
行
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
本
件
措
置
が
わ
い
せ
つ
目
的
を
も
併
せ
持
?
心
理
状
態
で
行
わ
れ
た
と
す
る

と
、
会
陰
走
査
名
目
で
わ
い
せ
つ
行
為
に
及
ん
だ
と
認
定
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
同
判
決
も
、
結
論
的
に
は
、
本
件
措

置
が
わ
い
せ
つ
行
為
で
あ
っ
た
と
合
理
的
な
疑
い
な
く
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
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(
幻
)
こ
の
稜
の
事
案
で
問
わ
れ
て
い
る
実
質
は
、
当
該
行
為
の
医
療
的
妥
当
性
で
あ
り
、
違
法
性
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
の
が
妥
当
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
例
が
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
い
る
の
は
、
弁
護
人
の
争
い
方
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
凹
∞
)
判
例
⑥
(
小
学
校
一
年
生
の
女
児
の
胸
や
幣
部
に
触
っ
た
行
為
)
、
仙
台
高
判
平
成
二
一
年
三
月
三
日
F
回
同
¥
巴
回
N
包
呂
町
印
日
(
児
童

の
陰
部
を
挽
影
し
た
行
為
)
、
横
浜
地
判
平
成
二
九
年
七
月
一
九
日
戸
開
同
¥
ロ
回
国
田
沼
田
包
同
(
四
歳
の
子
供
の
陰
茎
を
触
っ
た
行
為
)
等
。

(
町
田
)
判
例
⑤
の
弁
護
人
の
主
張
を
参
照
。

(
卯
)
判
例
⑤
は
、
被
害
女
児
自
身
も
周
囲
の
者
も
同
児
を
女
性
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
被
告
人
が
同
児
の
乳
部
や
骨
部
を

触
る
こ
と
に
よ
り
性
的
に
興
奮
し
、
当
初
か
ら
そ
の
目
的
で
当
該
行
為
に
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
し
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
に
当

た
る
と
し
た
。

(
幻
)
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、
小
児
性
愛
事
例
に
関
し
て
も
、
行
為
の
外
形
面
・
客
観
面
を
基
礎
に
わ
い
せ
つ
行
為
性
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

(
鉛
)
同
判
決
に
つ
き
、
拙
稿
「
判
批
し
法
教
四
三
三
号
一
六
六
頁
参
照
。

(
鉛
)
こ
の
よ
、
つ
な
判
断
を
行
う
前
提
と
し
て
、
①
性
的
意
図
を
不
要
と
解
す
る
こ
と
に
も
十
分
な
迎
曲
が
あ
る
こ
と
と
、
②
昭
和
四
五
年

判
決
は
性
的
意
図
を
要
す
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
判
決
文
を
直
接
参
照

さ
れ
た
い
。

(
川
出
)
本
件
の
被
告
人
の
行
為
は
①
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
侃
)
平
成
二
九
年
判
決
は
性
的
意
図
を
考
慮
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
主
観
的
事
情
を
判
断
要
素
と
し
て

考
慮
す
べ
き
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
「
故
意
以
外
の
行
為
者
の
性
的
意
図
を
一
律
に
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
要
刊
と
す
る
こ
と

は
相
当
で
な
く
:
・
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
性
的
意
図
を
主
観
的
事
情
の
一
つ
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
小
林
前
掲
一
回
O
頁。

(
郎
)
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
た
め
、
平
成
二
九
年
判
決
は
不
要
説
の
一
種
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

(
貯
)
小
林
前
掲
一
四
O
頁
以
下
。

(
m
m
)

佐
藤
(
拓
)
・
前
掲
一
四
五
頁
、
曲
田
・
前
掲
五
七
頁
。

(752) 
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(ω)
特
に
、
「
強
姦
罪
に
述
な
る
行
為
」
に
つ
い
て
性
的
性
質
が
明
確
と
い
え
る
根
拠
の
細
川
明
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
、
そ
こ
に
含
ま
れ

る
行
為
の
要
件
の
明
確
化
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
佐
藤
(
拓
)
・
前
掲
一
四
四
頁
、
高
橋
「
判
批
」
一
一
八
頁
以
下
等
参
照
。

(
問
)
こ
の
点
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
特
に
、
木
村
「
判
批
」
一
五
七
頁
以
下
、
前
回
「
判
批
」
一

O
頁
以
下
。
さ
ら
に
、

曲
回
・
前
掲
五
五
頁
も
。

(
肌
)
第
一
審
判
決
や
原
判
決
と
も
異
な
る
。
本
判
決
が
原
判
決
の
「
結
論
は
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い

る。
(
問
)
豊
田
前
掲
一
二
三
頁
。
な
お
、
馬
渡
・
前
掲
七
九
頁
は
、
本
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
個
人
的
法
益
の
中
身
を
ど
の
よ
う
に
表
す
の

が
最
も
適
切
か
と
い
う
近
年
の
議
論
は
、
性
的
意
図
の
要
否
を
検
討
す
る
上
で
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
本
判
決
に
は

そ
の
点
へ
の
言
及
が
な
い
と
し
て
い
る
。

(
m
M
)

曲
回
・
前
掲
五
五
頁
は
、
平
成
一
一
九
年
判
決
の
判
断
を
前
提
に
す
る
場
合
、
「
『
性
的
被
害
へ
の
確
実
な
着
目
』
を
最
も
確
か
に
実
現

す
る
の
に
有
効
な
法
益
概
念
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
の
問
い
が
当
然
生
じ
て
く
る
し
と
す
る
。

(
則
)
本
稿
第
三
章
第
二
節
二

l
(
五
)
参
照
。

(
邸
)
も
ち
ろ
ん
、
本
罪
が
予
定
す
る
程
度
の
(
本
罪
の
法
定
刑
の
重
さ
に
見
合
っ
た
)
行
為
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
性
的
意
味
を

有
す
る
行
為
は
極
め
て
広
範
に
わ
た
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
程
度
を
備
え
て
い
る
か
否
か
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
慎
重
に
判
断
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
郎
)
佐
藤
(
陽
)
・
前
掲
六
三
頁
、
馬
渡
前
掲
八
七
頁
。
こ
の
点
に
関
係
す
る
平
成
二
九
年
判
決
の
判
示
は
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
行
為
そ
の
も
の
が
持
つ
性
的
性
質
」
と
「
行
為
の
性
的
意
味
」
を
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
端
的
に
、
問
題
と
な
る
行
為
の

性
的
意
味
の
有
無
と
程
度
を
問
え
ば
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
な
お
、
高
橋
「
判
批
」
一
-
八
頁
参
照
)
。
同
判
決
は
両
者
の
内
容
及

び
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
と
そ
の
問
題
性
に
つ
き
、
第
四
章
第
二
節
二
参
照
。
ま
た
、
「
行
為
そ
の
も
の
」
の
内
容
が
不
明

確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
佐
藤
(
拓
)
・
前
掲
一
四
四
頁
以
下
。

(
問
)
判
例
@
、
判
例
①
、
判
例
@
、
判
例
⑤
等
。

(
印
刷
)
こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
「
一
考
察
」
一
八
頁
及
ぴ
注
七
三
参
照
。

(
ゆ
)
木
村
「
判
批
」
一
五
人
頁
は
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
よ
う
な
規
範
的
判
断
で
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
違
法
性
の
問
題
を
区
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別
す
る
実
益
は
小
さ
い
と
す
る
。

(
則
)
も
ち
ろ
ん
、
医
療
行
為
と
し
て
の
妥
当
性
を
認
め
る
た
め
の
要
件
(
患
者
の
有
効
な
同
意
等
)
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
要
で

あ
る
。

(
山
)
佐
藤
(
陽
)
・
前
掲
六
回
頁
は
、
「
治
療
行
為
は
社
会
通
念
上
、
お
よ
そ
性
的
性
質
を
有
さ
な
い
」
と
す
る
。
馬
渡
・
前
掲
八
八
頁
も

参岡山。

(
限
)
特
に
、
他
の
処
罰
規
定
の
存
在
や
善
良
な
性
的
道
義
観
念
と
の
抵
触
性
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
。
本
稿
第
三
章
第
二
節

一一

2
(三
)

(

l

)

参
照
。

(
山
)
拙
稿
「
判
批
」
法
教
四
五
八
号
一
四
五
頁
参
岡
山
。
こ
の
場
合
も
、
わ
い
せ
つ
行
為
性
を
肯
定
し
た
上
で
、
違
法
性
段
階
で
処
理
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
「
お
お
げ
さ
に
感
じ
る
」
(
森
永
其
綱
「
性
的
意
図
は
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
要
件
か
?
」
法
教
四

四
O
号
三
頁
)
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

(
山
)
図
田
・
前
掲
一
二
五
頁
以
下
。

(
山
)
な
お
、
小
児
性
愛
者
で
あ
る
保
育
士
が
、
性
的
意
図
を
も
っ
て
園
児
を
裸
に
し
て
着
替
え
さ
せ
た
と
い
う
場
合
、
外
形
的
に
は
業
務

上
の
行
為
と
い
え
て
も
、
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
あ
ろ
う
(
馬
渡
・
前
掲
八
八
頁
参
照
)
。
し
か
し
、
こ

の
場
合
も
、
広
義
の
医
師
の
診
察
事
例
と
同
様
に
、
業
務
と
し
て
の
妥
当
性
の
観
点
か
ら
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

(
国
)
本
罪
の
保
護
法
益
を
「
性
的
不
可
侵
性
(
外
部
的
性
的
刺
激
か
ら
人
が
自
由
で
あ
る
こ
と
ご
と
す
る
見
解
(
山
中
「
法
益
」
九
頁

以
下
等
)
は
、
私
見
と
類
似
す
る
面
が
あ
る
が
、
本
罪
の
本
質
を
被
害
者
側
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
私
見
と
異
な
る
。
こ
の
説

に
よ
れ
ば
、
陰
茎
切
断
事
例
は
本
罪
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
即
)
行
為
者
と
被
害
者
と
の
間
で
、
同
一
の
行
為
に
関
す
る
主
観
的
な
意
味
付
け
の
凱
断
が
生
じ
う
る
の
は
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
と
い
う

概
念
が
、
即
物
的
物
質
的
観
点
か
ら
の
み
で
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
規
範
的
概
念
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
小
田
・
前
掲

二
八
頁
参
照
。

(
国
)
本
罪
の
法
定
刑
が
人
格
(
の
尊
厳
)
を
害
す
る
他
の
犯
罪
よ
り
も
高
く
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
性
的
衝

動
・
性
的
欲
求
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
規
範
違
反
性
の
高
さ
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

な
お
、
小
田
・
前
掲
三
九
頁
は
「
行
為
者
が
自
己
の
『
性
欲
』
の
た
め
に
『
性
交
渉
の
強
制
』
に
及
ぶ
場
合
こ
そ
が
、
被
害
者
を
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『
性
』
の
玩
具
(
物
)
と
し
て
扱
う
人
格
否
認
の
態
度
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
行
為
者
に
特
定
の
意
識
す
な
わ
ち
『
性
的
意
図
』
が
あ

っ
て
こ
そ
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
値
す
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
佐
久
間
修
「
い
わ
ゆ
る
性
犯
罪
と
性
暴
力
の
罪
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
日
高

義
博
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
』
(
二

O
一
八
年
)
九
一
頁
は
「
相
手
方
の
身
体
を
性
的
欲
求
の
は
け
口
(
客
体
)
と
し
て
、
い
わ
ば

モ
ノ
扱
い
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
人
格
の
尊
厳
や
人
倫
の
秩
序
に
反
す
る
」
と
い
う
。

(
山
)
し
た
が
っ
て
、
不
良
少
女
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
複
数
の
女
性
が
、
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
A
と
い
う
少
女
が
裏
切
り
行
為
を
行
っ
た
と

し
て
、
「
専
ら
制
裁
を
加
え
る
目
的
で
ヘ
人
気
の
な
い
建
物
内
で
A
を
脅
迫
し
て
裸
に
し
た
上
、
暴
行
を
加
え
た
と
い
う
場
合
、
「
性
的

行
為
の
対
象
と
し
て
扱
、
つ
意
図
」
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
本
罪
は
成
立
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
彼
女
ら
自
身
は
「
専
ら
制
裁
を
加
え
る

目
的
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
様
子
を
ピ
デ
オ
に
録
画
し
、
そ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ア
ッ
ブ
ロ
ー
ド
す
る
等
し
て
、

A
の
制
怖
を
第
三

者
に
閲
覧
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
「
A
を
第
三
者
の
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
扱
う
意
図
」
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
「
性
的
行

為
の
対
象
と
し
て
扱
う
意
図
」
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
本
罪
が
成
立
す
る
。

(
凶
)
な
お
、
本
稿
で
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
七
六
条
後
段
の
罪
の
本
質
は
、
性
的
弱
者
と
し
て
の
子
ど
も
の
保
護
と
い

う
観
点
を
基
礎
に
し
た
、
二
三
歳
未
満
の
子
ど
も
を
わ
い
せ
つ
行
為
の
対
象
と
す
る
こ
と
一
般
の
禁
止
」
に
あ
り
、
性
的
意
図
は
同
罪

の
要
件
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
凶
)
同
様
の
認
識
を
基
礎
に
し
つ
つ
、
本
文
の
意
味
で
の
性
的
意
図
を
わ
い
せ
つ
行
為
性
の
要
件
に
取
り
込
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
(
小

目
前
掲
二
九
頁
参
照
)
。
こ
れ
は
、
傾
向
犯
・
目
的
犯
と
し
て
の
理
解
を
本
即
時
の
文
言
に
反
映
さ
せ
る
も
の
で
一
考
に
値
す
る
が
、
わ

い
せ
つ
行
為
性
は
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
り
、
行
為
の
外
形
面
を
基
礎
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
性
的
意
図
を

わ
い
せ
つ
行
為
性
の
要
件
と
し
た
場
合
、
本
罪
の
故
意
は
「
性
的
意
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
」
を
内
容
と
す
る
こ

と
と
な
り
、
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
性
的
意
図
は
本
罪
の
独
立
の
主
観
的
要
件
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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